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第１  制度の目的と概要 

 

１  目 的 

鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業（以下「県退共」という。）は，民間社会福祉施設

職員の福利を増進し，もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的とし，昭和６３年４月１日

にスタートしました。以来，安心して働ける魅力ある職場環境の整備を通して，福祉人材の確保・

安定した福祉サービスの提供に努めてまいりました。制度を持続的・安定的に運営するため，拠

出された掛金は金融機関に信託し，安全で効率的な運用を行っております。 

 

２  加入対象施設と職員 

（１）加入の対象となる施設 

鹿児島県内にある民間社会福祉施設等で，鹿児島県社会福祉協議会（以下「県社協」とい

う。）の会員である施設となります。なお，契約者は加入対象施設を経営する法人の代表者と

なります。 

民間社会福祉施設等とは… 

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和 36 年法律第 155 号（以下「共済法」という。）第２

条第１項に規定する社会福祉施設，同条第２項に規定する特定社会福祉事業，同条第３項に

規定する特定介護保険施設等及び同条第４項に規定する申出施設等です。 

 

（２）加入の対象となる職員 

契約者が経営する民間社会福祉施設等に勤務する有給の役員及び職員のうち，就業規

則，労働協約等により，退職金制度の受益者とされた方になります。 

対象となる職員の全員加入を原則としています。加入要件を満たす場合は，等しく加入させ

てください。職員任意の加入制度ではありません。 

 

３  掛 金 

（１）掛金の算出 

毎月，契約者と加入者がつぎのとおり掛金を負担します。 

契約者：毎月１日時点で在籍する加入者の標準給与月額の１，０００分の２５ 

加入者：毎月１日時点で在籍する加入者の標準給与月額の１，０００分の２５ 
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標準給与月額とは… 

毎年４月１日現在における加入者の本俸及び特殊業務手当の合計額（以下「給与月額」とい

う。）を鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業運営規程（以下「運営規程」という。）別表

Ⅰの区分（60,000 円～ 340,000 円の 5,000 円刻みの金額）にあてはめた額になります。 

※ 当該年度の４月２日以降，新たに加入した者については，加入した月の給与月額を別表Ⅰの

区分にあてはめた額とします。 

※ 原則として，年度途中で昇級した場合であっても，標準給与月額は変更しません。 

 

（２）掛金の納付 

契約者は，県社協が毎月送付する「掛金納入通知書」により，あらかじめ契約者が指定した金融

機関預金口座からの口座振替の方法により掛金を納入します。 

平成２９年４月分の掛金から，原則として口座振替の方法により納付して頂くことになりました。 

口座振替の期日：翌月１３日（金融機関が休日の時は，当該金融機関の翌営業日） 

※  口座振替の方法で納入することができない場合や，口座振替ができなかった場合は，県社

協が指定する金融機関口座への振込により納入していただくことになります。この場合の振込

手数料は契約者のご負担となります。 

※  加入や退職などの届出が遅れ，実際の掛金の額と振替額が相違した場合は，翌月以降の

振替で調整をさせていただきます。（最大で年度内の遡及調整ができる） 

 

４  給付金 

県退共の給付金は次の２種類です。 

① 退職一時金：加入者が退職した場合に契約者に給付します。 

② 遺族一時金：加入者が死亡により退職した場合に契約者に給付します。 

 

平成２９年４月１日付けで制度改正に伴い，給付金の計算方法に経過措置を設けています。加

入日及び退職日によって，次の２つのパターンによる計算となりますのでご留意ください。 

 

（１）平成２９年４月１日以降に加入した加入者が退職した場合 

【計算式】※新制度の計算式 

              ×               × 

                  

加入者期間の 

平均標準給与月額 

加入者期間の 

月 数 

加入者期間に応じた退職金算定乗率

【運営規程別表Ⅱ】 
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（２）平成２９年３月３１日以前から加入していた加入者が退職した場合 

【計算式Ａ】 

                             

×               × 

 

 

＋                            × 

 

×                            ÷ 

                             

 

【計算式Ｂ】 

                              × 

 

× 

 

【計算式Ａ】と【計算式Ｂ】で得られた額を比較していずれか高い額 

※ 計算式 B が高い場合は，掛金台帳（兼加入者明細票）の「経過措置」の欄に「有」と表示されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

制度変更後加入者期間の 

平均標準給与月額 

制度変更後 

加入者期間の月数 

全加入者期間に応じた退職金 

算定乗率【運営規程別表Ⅱ】 

制度変更日直前４月１日現在（５月１日 

以降の加入者加入日）の標準給与月額 

制度変更日前日までの加入者期間に応じた

制度変更時乗率【運営規程附則別表Ⅱ】 

全加入者期間に応じた退職金 

算定乗率【運営規程別表Ⅱ】 

制度変更前加入者期間に応じた 

退職金算定乗率【運営規程別表Ⅱ】 

制度変更日直前４月１日現在（５月１日 

以降の加入者加入日）の標準給与月額 

制度変更日前日までの加入者期間に応じた

制度変更時乗率【運営規程附則別表Ⅱ】 

制度変更後加入者期間に応じた制度変更後加入者期間乗率【運営規程附則別表Ⅲ】 

【例】  鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 

掛金台帳（兼加入者明細票） 

                     掛金基準日：令和○年○月○日 残高基準日・・・ 

 

 

 

 

 

 

内，加入者掛金累計額 要支給額 備考 経過措置

１，０００，０００ ３，０００，０００  有 

  ６００，０００ １，６００，０００  無 

２，０００，０００ ５，０００，０００  有 

加入者期間とは… 

給付金算定の基礎となる加入者期間は，加入者が掛金を納付した期間となります。 

実際の勤続期間とは異なる場合がありますのでご留意ください。 

※ 育児休業や病気療養等のため県退共における休職の手続きをとり，掛金を納付しない 

期間がある場合は，その期間を除きます。 

※ 契約者間異動の手続きをとっている場合は，加入者期間は通算することができます。 
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第２  事務の流れ 

 

１  毎月の事務 

日程の目安 事務の内容 

P５ 

事務 

スケジュール 

加入者の諸届（前月までの退職，当月 1日加入及び異動等の届） 

を作成し，県社協へ提出する。 

当月提出分の諸届の提出締め切り 

①  当月１日加入申込書（様式第３号） 

②  当月１日休職・復職届（様式第４号） 

③  当月１日加入者異動届（様式第５号） 

④  届出事項変更届（様式第６号） 

⑤  前月末までの退職届兼給付請求書（様式第８号） 

 

 

１０日 

当月支給分（ｽｹｼﾞｭｰﾙ締切まで請求受付分）の退職一時金入金日 

→ 退職者に給付（契約者の指定口座へ送金） 

※ 金融機関が休日の時は，翌営業日 

１３日 
前月分掛金の口座振替（または窓口で振込） 

※ 金融機関が休日の時は，翌営業日 

２０日～末日 

（１） 県社協から，「掛金台帳（兼加入者明細票）」が届くので，これら

の書類を確認し，当月分掛金振替の準備をする。「掛金納入通

知書」は廃止のため，証拠書類は振替通帳の写しとする。 

（２） 翌月支給分（県社協必着日までの請求受付分）の「退職一時金

決定通知書」が県社協から届くので，退職者に通知（決定通知

と一時金受領書）する。 

※ 退職者は，一時金受領書に署名・捺印後，県社協へ返送する。 

 

期限を過ぎての受付分は，当月掛金登録（計算）に反映され

ませんのでご留意ください。ただし，加入や休職・復職，異動

については遡って，登録することは可能です。その際の掛金

については，後日，遡及調整を行います。 
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＜2022年 県社協 事務スケジュール＞ 

 

2022年日程表（県社協に必着する日） 

月 適用届の提出期限（契約者→県社協） 

１月 １月６日(木) 

２月 ２月４日（金） 

３月 ３月７日（月） 

４月 
４月５日（火） 

年度初めで手続きが多いため 

５月 ５月９日（月） 

６月 ６月７日（火） 

７月 ７月７日（木） 

８月 ８月５日（金） 

９月 ９月７日（水） 

１０月 １０月６日（木） 

１１月 １１月７日（月） 

１２月 １２月７日（水） 

    ※この必着日までに届いた書類は、その月に登録します 
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＜参考：2022年 りそな銀行 事務スケジュール＞ 

 

  

 

写 
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２ 年度末・年度当初の事務 

 

毎月の事務とは別に，年間で次のような事務があります。その時期になりましたら，あらため

て文書でご案内しますが，ご承知おきくださるようお願いします。 

時期の目安 事務の内容 

３月～ 

４月５日 

（到着分まで） 

３月３１日の退職，４月１日の加入及び異動に係る届出 

この時期の届出件数は，年間の取扱い件数の約半数を占めます。 

その他の事務も集中する時期となりますので，可能な限り早めのご

準備をお願いします。 

 

①  ４月１日加入申込書（様式第３号） 

②  ４月１日休職・復職届（様式第４号） 

③  ４月１日加入者異動届（様式第５号） 

④  届出事項変更届（様式第６号） 

⑤  ３月３１日退職届兼給付請求書（様式第８号） 

 

３月・４月分の退職一時金の支払いは，５月２０日頃を予定していま

す。なお，４月の登録が間にあわない場合は，５月の登録になり， 

退職一時金の支払いは，６月になります。 

 

加入者全員の標準給与月額変更届（様式第７号－１）の提出  

 ２月下旬に届く，２月１日現在の加入者氏名等を印字した様式第７

号－１に，新年度の標準給与月額等を入力の上，提出します。 

 ３月１日以降に加入の方については，様式第７号－１に追記，また

は，様式第７号－２に必要事項を入力し，提出します。 

 

 

この届は紙ベースになり，提出がない場合，新年度に正しい

掛金の請求ができませんので，早めの準備をお願いします。 
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第３ 共済契約者が作成・提出する書類 

 

１ 各種提出書類一覧 

県退共において，契約者からの提出が必要な書類は，下記のとおりです。どのような場合に，

どの様式で提出が必要かを確認しながら作成して頂きますようお願いします。 

 

【提出書類の一覧】 

 提出書類 提出が必要なとき 様式 入力例 

 

契

約

者

に

関

す

る

書

類 
 

退職共済契約申込書 

（様式第１号－１） 

法人が退職共済契約を締結しよう

とするとき P２４ P２５ 

契約者が事業所を追加するとき 

事業所登録届・変更届 

（様式第２号） 

新規加入する事業所のデータを

登録するとき P２６ P２７ 

事業所の登録事項を変更するとき 

預金口座振替依頼書・自動払

込利用申込書（金融機関様式） 

新規加入する事業所の掛金引落

口座を登録するとき 
  

契約解除申請書 

（様式第９号－２） 

全ての加入者の同意を得て，共

済契約を解除するとき 
P５０  

 
加

入

者

に

関

す

る

書

類 

 

届送付書 様式第２～８号を提出するとき P２８ P２９ 

加入申込書 

（様式第３号） 

新たに職員を採用し，加入者とす

るとき 
P３０ P３１ 

休職・復職届 

（様式第４号） 
加入者が休職及び復職するとき P３２ P３３ 

加入者異動届 

（様式第５号） 

加入者が法人内や法人間で異動

するとき 
P３４ P３５ 

届出事項変更届 

（様式第６号） 

加入者の氏名等，届出事項を変

更したとき 
P３６ P３７ 

標準給与月額変更届 

（様式第７号－１） 

加入者の４月１日現在の標準給

与月額を届け出るとき 
P３８ P３９ 
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加

入

者

に

関

す

る

書

類 

標準給与月額変更届 

（様式第７号－２） 

３月１日加入者や年度途中に標

準給与月額を届け出るとき 
P４０ P４１ 

退職届兼給付請求書 

（様式第８号） 

加入者が退職したとき 
P４２ P４３ 

給付金の請求をするとき 

掛金返還請求書 

（様式第１１号） 

契約の解除や懲戒解雇により掛

金の返還請求をするとき 

P４４ 

Ｐ４５ 
 

退職（遺族）一時金受領書 

（様式第１３号） 

退職者または遺族が，契約者から

給付金を受領したとき 
P４６  

生計維持に関する調査書 

（別紙３） 

給付金を遺族が請求する場合で，

世帯員の状況を明らかにする必

要があるとき 

P４７  

委任状（別紙４） 

給付金を遺族が請求する場合で，

受給権同一順位の遺族が複数い

るとき 

P４８  

同意書（様式第９号－１） 
契約者が共済契約を解除すること

について，加入者が同意するとき 
P４９  

そ
の
他 

退職所得の受給に関する 

申告書 

退職者が退職一時金を受け取る

とき 
P５２  

源泉徴収票 
退職一時金を退職者へ給付する

とき（WAMへの添付書類） 
P５４ P５５ 

退職手当金等受給者別 

支払調書 

遺族による請求で１００万円を超

えるとき 
P５１  

 

※ 「様式」のほとんどが電子媒体データ（エクセル）になっており，『鹿児島県社会福祉協議会 

ホームページの県退共ページ』からダウンロードすることができます。それ以外の様式について

は，コピーをして使うことができます。 

 

※ 電子媒体データは，『鹿児島県社会福祉協議会宛て』と『りそな銀行宛て』となっていますの

で，必ず契約者の保存をとりデータ保管してください。 

（入力は、県社協宛てシートに入力すると，自動的にりそな銀行宛ても入力されます） 
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２ 共済契約者に関する提出書類 

（１）県退共に加入するとき及び事業所を追加するとき 

法人として新たに県退共に加入する際には，職員に制度についての説明をしたうえで，つぎ

手続きを行ってください。また，契約者が事業所を新たに追加する際にも，同じ手続きを行っ

てください。 

 

ア 退職共済契約申込書（様式第１号－１）を県社協に提出する （Ｐ２４～Ｐ２５） 

必要事項を入力し（新たに加入する場合の契約者番号は空欄），申込をする社会福祉施設

等の認可通知書・指定通知書等の写しを添付のうえ，提出してください。県社協会長が契約は

適当と認めたときは，退職共済契約承認通知書により通知しますので，必ず保管してください 

 

イ 事業所登録届（様式第２号）を県社協に提出する （Ｐ２６～Ｐ２７） 

複数の事業所がある場合は，原則として事業所毎に登録をしてください。ただし，会計処理

上の理由などで，１つの事業所として登録を希望される場合は，１事業所の登録でも結構で

す。掛金の口座振替及び退職金支払資金の振込は，登録いただいた事業所毎に行いますの

でご留意ください。（送付先をまとめるときも、住所を変更してください） 

（ア）  「事業所名（１）」に法人名を「事業所名（２）」に事業所名を入力してください。

「事業所名（２）」は他の通知書類の字数制限の関係で，漢字１０文字以内・カナ２０字以内で入力してください。 

（イ）  「次のとおりお届けします。」に☑してください。 

（ウ） 「種別コード」は，下記のコード一覧から該当する主な事業所種別のコードを入力してください。 

 

【事業種別コード】 

高 

齢 

者 

関 

係 

養護老人ホーム １０ 

児 

童 

関 

係 

乳児院 ３０ 

特別養護老人ホーム １１ 母子生活支援施設 ３１ 

軽費老人ホーム １２ 保育所 ３２ 

老人デイサービス事業所 １３ 幼保連携型認定こども園 ３３ 

老人居宅介護等事業所 １４ 児童養護施設 ３４ 

認知症対応型共生生活介護事業所（GH）  １５ 障害児入所施設 ３５ 

その他高齢者関係施設・事業所 １６ 障害児通園事業所 ３６ 
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障 

害 

者 

関 

係 

障害者支援施設 ２０ 児

童 

放課後等児童デイサービス事業所 ３７ 

自立訓練事業所 ２１ その他児童福祉関係施設・事業所 ３８ 

就労移行支援事業所 ２２ 
保 

護 

関 

係 

救護施設 ４０ 
障害者居宅介護事業所 ２３ 

障害者阿共同生活介護事業所（GH）  ２４ 
婦人保護施設 ４１ 

地域活動支援センター ２５ 

その他障害者関係施設・事業所 ２６  

 

ウ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（金融機関様式）を県社協に提出する 

掛金の口座振替を行うための預金口座について入力のうえ，提出してください。入力の際

は，様式１枚目の入力例を参照してください。（口座振替の方法で納入することができない場合

は県社協へ申し出てください。） ※様式は，県社協に問い合わせしてください。 

一番下の「顧客番号」欄の右端に事業所番号（２～４ケタ）をご入力ください。 

 

自動口座振替を利用することで次のようなメリットがあります。 

（ア） 振込のために金融機関に出向く必要がありません。 

（銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行など，ほとんどの金融機関の口座を 

ご指定頂けます） 

（イ） 振込手数料のご負担がなくなります。 

（ウ） ご指定頂いた通帳に記録が残ります。 

（「ＲＫＳ（カケンタイショクキョウ」と印字されます。） 

（エ） 掛金の入金確認を正確かつ迅速に行うことができます。 

※ 給付金振込口座と掛金振替口座は，同じ口座です。 

 

 

（２）事業所の登録事項を変更するとき  （Ｐ２６～Ｐ２７） 

 

加入事業所の名称や所在地など，登録事項を変更するときは，事業所登録変更届（様式第

２号）に変更となった事項を入力のうえ，県社協に提出してください。 
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ア 「事業所登録事項について下記のとおり変更しましたので，お届けします。」に☑してくだ

さい。 

イ 「事業所番号」は必ず入力してください。 

ウ 「事業所番号」横の「事業所名」の欄には変更前の事業所名を入力してください。 

 

    ※ 法人代表者や事業所施設長の変更により，預金口座名が変更する場合は，必ず提出

してください。法人代表者等が変更したにもかかわらず，預金口座名を変更しないと，

毎月の掛金引落や退職一時金の送金ができない場合がありますので，ご留意くださ

い。 

 

 

（３） 契約解除申請をするとき  （Ｐ４９～Ｐ５０） 

 

契約者が，運営規程第１３条第１項第３号の規定に基づき，契約の解除を申請するときは，

全ての加入者の同意書（様式第９号－１）を添付のうえ，契約解除申請書（様式第９号－２）を

県社協会長に提出してください。県社協会長が申請内容を確認し，承認するときは，契約解除

承認通知書（様式第９号－３）により通知します。 

掛金の返還は，当該加入者からの請求により行いますが，同意書のなかで，当該加入者が

掛金の請求手続きを契約者に委任したときは，契約者からの請求により行います。 

掛金の返還請求を行う際は，当該加入者または委任を受けた契約者が，掛金返還請求書

（様式第１１号）を県社協に提出してください。 

 

 

ご留意ください 

運営規程第１３条第１項第２号から第４号に該当する事由より共済契約を解除した場合は，

加入者が負担した掛金の額に限り返還することとなり，法人が拠出された事業主負担分は返

戻されません。加入者への十分な説明が重要であるとともに，法人運営についても検討をいた

だく必要があります。 
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３  加入者に関する提出書類 

 

（１） 新たに職員を採用し，加入者とするとき （P３０～P３１） 

事業所毎に加入申込書（様式第３号）を提出してください。１枚で８名分の届出ができます。 

ア 必要事項を入力し，法人代表印を押印（県社協提出分のみ）してください。 

イ 加入者に当制度について説明し，「加入者氏名」隣の「印」に，確認のため捺印をいただい

てください。 

ウ 「加入年月日」は，加入者とする日以降，最初に到来する１日となります。この月から掛金

の納付を開始します。（月途中の入職であれば，翌月１日付けとなります） 

エ 「職種」には，様式下欄の職種の中から該当する番号を選んで入力してください。 

オ 「標準給与月額」には，加入した月の給与月額を運営規程別表Ⅰ（Ｐ７４）の区分にあては

めた 5,000 円刻みの額を入力してください。 

 

＜加入者番号について＞ 

加入者番号が８ケタになります。これは従来の事業所番号と加入者番号を統合した番号で，

前４ケタが事業所番号，後ろ４ケタが従来の加入者番号です。 

【例】 従来の事業所番号が「１２３４」加入者番号が「５６」の加入者の場合新しい加入者番号は

「１２３４００５６」となります。 

・加入した際に採番した加入者番号は退職するまで変わりません。 

・途中で，異動により所属する事業所が変わっても，加入者番号は変わりません。 

・平成２９年１月１日以前から加入している方は，平成２９年１月１日時点の在籍状況で新しい

加入者番号を採番しています。 

 

（２） 加入者が休職及び復職するとき （P３２～P３３） 

事業所毎に休職・復職届（様式第４号）を提出してください。１枚で８名分の届出ができます。 

ア 必要事項を入力し，法人代表印を押印（県社協提出分のみ）してください。 

イ 「休職・復職開始年月日」は，休職及び復職した日以降最初に到来する１日となります。 

休職の場合は，この月から掛金の納付を中断します。また，復職の場合は，この月から掛

金の納付を復活させます。 

ウ 「標準給与月額」は，復職の場合で，復職年度が休職開始年度と異なるとき，及び４月１日

に休職を開始し同年度に復職するときのみ入力してください。（入力しても構いません） 
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（３） 加入者が法人内や法人間で異動するとき （P３４～P３５） 

加入者異動届（様式第５号）を提出してください。１枚で５名分の届出ができます。 

ア 必要事項を入力し，変更前・変更後それぞれの法人代表印を押印してください。法人内の

異動の場合は，同じ印になります。 

イ 「変更年月日」は，異動した日以降最初に到来する１日となります。変更前の事業所は，こ

の月から掛金の納付が不要となります。また，変更後の事業所は，この月から掛金の納付

を開始します。 

ウ 法人間の異動の場合，変更前の事業所の入力を経て，変更後の事業所から提出されま

す。異動前の事業所は必要事項を入力・押印の上，異動後の事業所へ提出し，異動後の

事業所が必要事項を入力・押印の上，県社協へすべて提出してください。 

 

  （イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）  加入者の氏名等，届出事項を変更するとき （P３６～P３７） 

加入者毎に届出事項変更届（様式第６号）を提出してください。 

ア 必要事項（氏名や生年月日，加入の取消等）を入力し，法人印を押印してください。 

イ 変更する事項に○印を付けて，変更の内容を入力してください。 

 

（５）  加入者の４月１日現在の標準給与月額を届け出るとき （P３８～P３９） 

２月下旬に，加入者氏名等を印字した標準給与月額変更届（様式第７号－１）を配付しま

す。この様式は，２月１日時点の状況を印字したものであり，２月退職及び３月１日加入・異

動・休職・復職の届出は反映されていません。変更届作成の際は，【入力例（P３９）】及び

「標準給与月額変更届入力に関する留意事項（P１8）」をご参照ください。 

 

A事業所 

（異動前） 

B事業所 

（異動後） 

県社協 

① 入力・押印後， 

２枚すべて送付 ② 入力・捺印後， 

県社協・りそな銀行 

２枚を送付 

異動した職員の加入

者番号は，異動前と

同じ番号となります。 

設定給与が異なる場合

は，必要に応じて，標準給

与月額変更届も提出してく

ださい。（届送付書も） 

③ 写しを送付 

法人間で異動が合意した

書類の写しを送付します。 
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（６）  ３月１日加入者や年度途中に標準給与月額を届けるとき （P４０～P４１） 

標準給与月額変更届（様式第７号－２）を提出してください。１枚で８名分の届出ができます。 

ア 「変更年月日」の欄には「０４月０１日」と入力されています。年度途中に届け出るときは 

 「０４」を変更する月を入力してください。 

イ 必要事項を入力し，法人印を押印（県社協提出分のみ）してください。 

ウ 「標準給与月額」には，加入した月の給与月額を運営規程別表Ⅰの区分に当てはめた 

 5,000円刻みの額を入力してください。 

エ 「合計」には，自動計算で表示されるので，確認してください。  

 

（７） 加入者が退職したとき，給付金の請求をするとき （P４２～P４３） 

加入者毎に退職届兼給付請求書（様式第８号）を提出してください。また，退職者に「退職所得

の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出を求めてください。（詳細はＰ１９を参照） 

ア 必要事項を入力し，法人印を押印（県社協提出分のみ）してください。 

イ 「退職届」の上部分は，事業主が入力してください。 

ウ 「退職年月日」は，退職した日となります。この月まで掛金を納付する必要があります。 

エ 「退職理由」欄には，（注１）の中から該当する番号をプルダウンから選択してください。 

「その他」の場合は，理由を（ ）に具体的に入力する。（ほとんどが２の退職を選択する） 

オ 「福祉医療機構加入について」の欄には，（注２）の中から該当する番号をプルダウンから

選択してください。 

カ 「給付請求書」の下部分は，請求者（退職者または遺族）が記入してください。 

キ 請求者は「請求者印」の欄に捺印してください。 

ク 懲戒解雇により退職一時金を給付しない場合は，「退職届」の部分のみを入力し，懲戒解

雇の事実を証する書類（辞令の写し等）を添付のうえ提出してください。 

 

＜遺族による請求手続きの留意点＞ 

退職一時金の請求者が遺族の場合，退職届兼給付請求書のほかに，次の添付書類が必

要となります。また，受給権者については優先順位がありますので注意してください。 

同順位者の遺族が２人以上いる場合は，同順位の遺族の中から代表者を定め，その者が

請求者となります。この場合，他の同順位の遺族が作成した代表者に対しての退職一時金の

請求及び受取についての委任状（別紙４：Ｐ４６）を添付してください。
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【遺族請求の場合の添付書類一覧表】 

  

 

順位

① 　死亡診断書（写）

②

① 　死亡診断書（写）

②

③ 　内縁の妻又は夫の戸籍謄本

④

① 　死亡診断書（写）

② 　加入者の死亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本

2 子 ③

3 父母

4 孫

5 祖父母 ④

6 兄弟姉妹

7 その他の親族

⑤

① 　死亡診断書（写）

② 　加入者の死亡を証する戸籍謄本又は除籍謄本

③

8 子

9 父母 ④

10 孫

11 祖父母

12 兄弟姉妹

⑤

　加入者と請求者（受給権者）の身分関係及び先順位の遺族
がいないことを証する戸籍謄本（除籍謄本，改製原戸籍謄本を
含む）

※加入者の出生から死亡までの連続した期間の戸籍謄本，改
製原戸籍謄本

　上記②又は④の戸籍謄本より請求者（受給権者）が除籍され
ている場合は，請求者（受給権者）の現在の戸籍抄本又は戸
籍謄本

生
計
維
持
関
係
な
し

　加入者と請求者（受給権者）の身分関係及び先順位の遺族
がいないことを証する戸籍謄本（除籍謄本，改製原戸籍謄本を
含む）

　上記②又は④の戸籍謄本より請求者（受給権者）が除籍され
ている場合は，請求者（受給権者）の現在の戸籍抄本又は戸
籍謄本

生
計
維
持
関
係
あ
り

　加入者の死亡当時，主として加入者の収入によって生計を維
持していた親族がいないことを証する「生計維持に関する調査
書（別紙３）」

　加入者の死亡及び戸籍上の配偶者がいないことを証する戸
籍謄本又は除籍謄本

　内縁関係についての「生計維持に関する調査書（別紙３）」及
び加入者の死亡当時の世帯員の状況を明らかにすることがで
きる住民票の謄本

内縁の妻又は夫

1

　加入者の死亡当時，主として加入者の収入によって生計を維
持していたことを証する「生計維持に関する調査書（別紙３）」

添付書類受給権者

　配偶者の戸籍謄本（ただし，加入者の退職後に別戸籍となっ
ている場合は，配偶者の戸籍謄本のほか，加入者の死亡を証
する戸籍謄本又は除籍謄本）

戸籍上の配偶者
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（８）届送付書の添付 （P２８～P２９） 

  システム原票（様式第２～８号）を提出する際は，金融機関において書類の収受確認を行うた

め，届送付書を添付の上，提出してください。 

 ア 必要事項を入力し，法人代表印（県社協のみ）を押印してください。 

 イ 様式毎に提出する「枚数」「人数」「標準給与月額」の合計を自動計算しています。 

 ウ 「合計」に，提出する書類の枚数と人数の合計は自動計算しています。 

 

（９）契約の解除や，懲戒解雇により掛金の返還請求をするとき （P４４～P４５） 

運営規程第１３条第１項第３号の規定に基づき，契約者からの申請により契約の解除をした

場合の掛金の返還は，当該加入者からの請求により行いますが，同意書のなかで，当該加入者

が掛金の請求手続きを契約者に委任したときは，契約者からの請求により行います。 

また，懲戒解雇により退職一時金を給付しない場合の掛金の返還も，当該加入者からの請求

により行います。 

掛金の返還請求を行う際は，当該加入者または委任を受けた契約者が，掛金返還請求書（様

式第１１号）を県社協に提出してください。（事前にご連絡ください） 

 

（１０）退職者（または遺族）が，契約者から給付金を受領したとき （P４６） 

県社協は，退職金支払資金の支給を決定したとき契約者に「退職一時金決定通知書（契約

者）」，「退職一時金決定通知書（退職者）」及び「退職一時金受領書」を送付します。 

契約者は退職一時金を給付する際，退職者に「退職一時金決定通知書（退職者）」及び「退職

一時金受領書」を交付し，退職者が退職一時金を受領後，受領書を県社協へ提出するようお伝

えください。 

なお，退職者に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を交付してください。ただし，福祉医療

機構の退職共済制度にも加入している場合は，福祉医療機構の様式に添付する必要がありま

す。（詳細はＰ２１を参照） 
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標準給与月額変更届入力に関する留意事項 

                                                                 

 「標準給与月額変更届（様式第７号－１）」は，令和４年２月末時点の状況を印字したもの（紙ベ

ース）であり，２月退職及び３月１日加入・異動・休職・復職の届出は反映されていません。 

変更届作成の際は，以下の点にご留意のうえ，入力例をご参照ください。 

 

①  ２月・３月退職者，３月１日・４月１日休職者について 

「加入者氏名」から「旧標準給与月額」までの欄を二本線で消して，備考欄に「○月○日退

職」もしくは「○月１日休職」と入力してください。 

 

②  ３月１日加入者，復職者について 

印字済の様式（様式第７号－１）に，空いている行がある場合は，その行に手書きで追加し

てください。全ての行に印字されている，もしくは行が不足する場合は，予め送付している印字

無の様式（様式第７号－２）に入力してください。備考欄に「３月１日加入」もしくは「３月１日復

職」と入力してください。 

 

③  ３月１日・４月１日異動の方について 

＜異動前の事業所＞ 

    「加入者氏名」から「旧標準給与月額」までの欄を二本線で消して，備考欄に「○月１日 

異動」と入力してください。 

＜異動後の事業所＞ 

    印字済の様式（様式第７号－１）に，空いている行がある場合は，その行に手書きで追加

してください。全ての行に印字されている，若しくは行が不足する場合は，印字無の様式 

（様式第７号－２）に入力してください。備考欄に「○月１日異動」と入力してください。 

※４月１日異動の方については「加入者異動届（様式第５号）」もご提出ください。 

 

④ ４月１日加入者，復職者について 

「加入申込書（様式第３号）」及び「復職届（様式第４号）」で標準給与月額を届け出るので，

「標準給与月額変更届」は不要です。 

 

提出期限  令和４年４月５日（火）  
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４ 税務関係書類について 

 

（１）退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書について  （P５１～P５３） 

県退共の退職一時金の支払者は契約者となります。よって，退職者は契約者に「退職所得の

受給に関する申告書・退職所得申告書」（以下「申告書」という。）を提出することになります。この

申告書の提出がない場合，契約者は退職手当等の金額につき２０．４２％（復興特別所得税を

含む）の税率による源泉徴収を行わなければならないことになりますので，必ず退職者に提出を

求めてください。契約者は提出された申告書を，退職した翌年の１月１０日から７年を経過する日

まで，保管しなければなりません。（税務署長等から特に提出を求められた場合以外は，税務署

へ提出する必要はありません。）（所得税法第 203条、所得税法施行規則第 77条） 

※  検索サイト → 国税庁 タックスアンサー 2732 でヒットします 

 

（２）退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について  （P５４～P５５） 

県退共の退職一時金の支払者は契約者となります。よって，契約者は退職一時金を支払う場

合，「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」（以下「源泉徴収票」という。）を作成しなければなり

ません。源泉徴収票の電子媒体データがあります。１枚目は本人交付用ですので，退職者へ交

付してください。２枚目は契約者控えとして保管してください。３枚目は退職者が役員の場合，税

務署へ提出してください。（役員でない場合，提出する必要はありません。） 

（福祉医療機構の退職手当金請求書を提出する際は，１枚目を添付し，２枚目を契約者控えとし

て保管し，３枚目を本人に交付してください。） （様式は本会ホームページへ） 

 

県退共では掛金の２分の１を加入者が負担しており，加入者が負担した金額は預り金であり，

退職所得ではありません。したがって，源泉徴収票の「支払金額」の欄には，実際の給付額から

本人負担額を差し引いた金額を入力します。 

 

源泉徴収票の「支払金額」に入力する額は･･･ 

掛金基準日が退職月の１日である「掛金台帳（兼加入者明細書）」に記載されている「要支給

額」から「内，加入者掛金累計額」を差し引いた額になります。 

 

【例】 S さんは，令和４年３月３１日退職で，実際の給付額（要支給額）が 3,245,000円， 

本人負担額が 1,400,000円の場合 

     掛金基準日：令和４年３月１日の「掛金台帳（兼加入者明細書）」から算出 
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B：「要支給額」      A：「内，加入者掛金累計額」  ＝  源泉徴収票の「支払金額」 

    ３，２４５，０００円  －   １，４００，０００円   ＝    １，８４５，０００円 

 

また，死亡による退職で，遺族から請求があり，退職一時金を支払う場合は，１００万円を超え

るときのみ，「退職手当等受給者別支払調書」の提出が必要となります。 

（相続税法施行規則第３０条第 1項）（P５１を参照）  

（詳しい内容は，国税庁ホームページをご確認ください） 

 

 

課税退職所得金額と退職所得控除額は，次のように定められています。 

 

【課税退職所得金額】 

退職手当等の区分 課税退職所得金額 

一般退職手当等の場合 （一般退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×１／２ 

特定役員退職手当等の場合 特定役員退職手当等の収入金額－退職所得控除額 

一般退職手当等と特定 

役員退職手当等の 

両方がある場合 

（特定役員退職手当等の収入金額－退職所得控除額）＋

｛一般退職手当等の収入金額－（退職所得控除額－ 

特定役員退職所得控除額）｝×１／２ 

 

 【退職所得控除額】 

勤続年数 退職所得控除額 

２０年以下の場合 ４０万円×勤続年数 

２０年を超える場合 ８００万円＋７０万円×（勤続年数－２０年） 

※ 勤続年数に１年未満の端数がある場合には，その端数を切り上げて１年とします。 

※ 計算した退職所得控除額が８０万円未満の場合には，８０万円とします。 

【例】  鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 

掛金台帳（兼加入者明細票） 

                     掛金基準日：令和３年３月１日 残高基準日・・・ 

 

 

 

 

 

A：内，加入者掛金累計額 B：要支給額 備考 経過措置

１，４００，０００ ３，２４５，０００  無 
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５ 福祉医療機構の制度に関する手続きについて  

 

（１）書類の提出先について  

 

  県社協は，福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職手当共済制度（以下「機

構退職共済」という。）の鹿児島県における業務委託先となっており，退職に関する書類は県社

協へ提出していただくことになっています。 

  なお，退職以外の届出は直接，福祉医療機構へ提出してください。 

 

 

（２）県社協に提出する書類について  

 

  機構退職共済の関係書類で県社協に提出する書類は，次のとおりです。 

 

【県社協に提出する書類の一覧】 

 提出書類 提出が必要なとき 様式 入力例 

ア 

 

被共済職員退職届 

（約款様式第７号） 
加入者が退職したとき Ｐ５６ Ｐ５７ 

イ 

 

 

退職手当金請求書・退職所得

の受給に関する退職所得申告

書    （約款様式第７号の２） 

退職手当金の請求をするとき 

Ｐ５８ Ｐ５９ 

ウ 

 

振込先金融機関の通帳の表紙

と見開きﾍﾟｰｼﾞの写し（添付書類） 
Ｐ６０  

エ 

 

本人確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）貼付

用用紙        （添付書類） 
Ｐ６１  

オ 氏名が変更した際の確認書類 

（変更時のみ）   （添付書類） 
Ｐ６２ 

 

 

カ 

 

合算制度利用申出書 

（約款様式第７号の３） 
合算制度を利用するとき Ｐ６５  

 

 ※ 様式は，福祉医療機構のホームページから直接ダウンロードすることができますので， 

ご利用ください。改定前の古い様式は，使用できません。 

 

（３）源泉徴収に係る手続きについて  

 

   機構退職共済にも加入している場合，福祉医療機構が退職金の後順位支払者となります。 

このため，福祉医療機構が退職金を支払う際に，県退共の退職一時金と合算の上，源泉徴収を

行うことになりますので，県退共の退職一時金に関する源泉徴収票を，機構退職共済の申告書

に添付する必要があります。後日，県退共と福祉医療機構分が合算された源泉徴収票が福祉

医療機構で作成され，退職者宛に送付されます。 
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 ア 県退共の申告書「Ａ欄」に入力した事項を，機構退職共済の申告書「Ｂ欄」に入力してくださ

い。 

 イ 県退共の源泉徴収票の１枚目（本人交付用）を機構退職共済の申告書に貼り付けてくださ

い。  

 

 

（４）提出の際の留意点  

   

    退職手続きにおける誤入力による退職手当金の支給遅延を防ぐため，平成３０年度から様式

及び添付書類の改訂が行われました。改訂前の様式は，便宜的に令和３年３月３１日まで使用

できますが，それ以降は使用できませんのでご留意ください。 

 

 ア 退職金手当金の請求をするとき 

(ア) 退職者の個人番号が見えない措置を講ずるため，書類は順番に重ね，左側２ヶ所と 

右側中央１ヶ所をホッチキス留めして提出してください。 

   (イ) 県社協控え分として「被共済職員退職届」のコピー１部を添付してください。 

     （その他の書類のコピーは不要です。） 

 

      １枚目      ２枚目     ３枚目     ４枚目        重ねてホッチキス留め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 合算制度の利用を申し出るとき 

(ア) 「被共済職員退職届」と「合算制度利用申出書」をホッチキス留め（左上１ヶ所）して 

提出してください。 

   (イ)  県社協控え分として「被共済職員退職届」のコピー１部を添付してください。 

       （その他の書類のコピーは不要です。） 

 

被共済職員 

退職届 

退職手当金

請求書 

本人確認書 

類添付用 

用紙 

振込先通帳 

の写し 

被共済職員

退職届のみ

コピー（１部） 

＋ 
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各様式と入力例 
各様式が上段ページに 

各様式の入力例と補足事項は下段ページ

に記載しています 
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員
退

職
共

済
事

業
運

営
規

程
を

承
諾

の
う

え
，

共
済

契
約

の
申

込
を

し
ま

す
。

契
約

者
番

号
1
2
3

契
約

成
立

希
望

日
令
和
　
４

年
　
　
４

月
　
　
１

日

　

※
事

業
所

番
号

職
員

数
利

用
定

員
種

　
別

社
会

福
祉

施
設

等
の

名
称

所
　

　
　

在
　

　
　

地

2
0

か
ご
し
ま
保
育
園

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
○
番
○
号

保
育

5
0

1
8

か
ご
し
ま
福
祉
園

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
１
番
７
号

特
養

3
0

注
1
）

　
す

で
に

契
約

を
締

結
し

て
い

る
法

人
が

施
設

を
新

設
し

た
場

合
の

契
約

申
込

も
こ

の
様

式
に

な
り

ま
す

。
そ

の
場

合
は

「契
約

者
番

号
」欄

に
事

業
所

番
号

の
上

３
ケ

タ
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
初

め
て

契
約

申
込

を
す

る
場

合
は

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
3
8

人
注

2
）

　
「組

織
」欄

の
法

人
に

つ
い

て
は

，
社

会
福

祉
・
宗

教
法

人
・学

校
法

人
・財

団
法

人
な

ど
の

区
分

よ
り

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。
注

3
）

　
「事

業
所

番
号

」欄
は

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。

注
5
）

　
こ

の
申

込
に

は
，

申
込

を
す

る
社

会
福

祉
施

設
の

認
可

通
知

書
・
指

定
通

知
書

等
の

写
し

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
注

4
）

　
「種

別
」欄

に
は

，
社

会
福

祉
施

設
の

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
（保

育
・児

童
養

護
・特

養
・障

害
○

○
支

援
な

ど
）を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

計

提
出

す
る

期
日

を
記

入
す

る

事
業

所
追

加
の

場
合

は
記

入
す

る
。

初
め

て
契

約
す

る
場

合
は

記
入

不
要

。
注

１
）を

参
照

加
入

を
希

望
す

る
月

の
１

日
を

記
入

す
る

必
ず

添
付

す
る

書
類

記
入

し
な

い
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.

口
座

番
号

預
　

金
口

座
名

口
座

振
替

指
定

口
座

銀
行

名

支
店

名

種
目

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

所
在

地
〒

☎

事
業

所
種

別
名

称
事

　
業

　
所

　
名

 （
２

）
　

　
（
※

半
角

カ
ナ

）
種

別
コ

ー
ド

事
　

業
　

所
　

名
 （

１
）
　

　
（
※

半
角

カ
ナ

）
※

「
半

角
カ

ナ
」
は

、
「
゛
」
「
゜
」
も

一
文

字
と

し
て

く
だ

さ
い

。

　
 「

ガ
」
→

「
カ

」
「
゛
」
　

　
「
ピ

」
→

「
ヒ

」
「
゜
」

事
　

業
　

所
　

名
 （

１
）
　

　
（
漢

字
）

事
　

業
　

所
　

名
 （

２
）
　

　
（
漢

字
）

事
業

所
番

号
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

事
業

所
名

(印
)

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

次
の

と
お

り
お

届
け

し
ま

す
。

事
業

所
登

録
事

項
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
変

更
し

ま
し

た
の

で
、

お
届

け
し

ま
す

。

事
業

所
登

録
届

・
変

更
届

住
所

〒
☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

①
様

式
 第

2
号

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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口
座

番
号

12
34

56

★
  

 預
金

口
座

名
社

会
福

祉
法

人
　

鹿
児

島
福

祉
会

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

★ 口
座

振
替

指
定

口
座

銀
行

名
福

祉
銀

行

支
店

名
鴨

池
支

店

種
目

1:
普

通

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

カ
ゴ

シ
マ

シ
カ

モ
イ

ケ
シ

ン
マ

チ
１

バ
ン

７
ゴ

ウ
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

シ
ャ

カ
イ

フ
ク

シ
ホ

ウ
ジ

ン
　

カ
ゴ

シ
マ

フ
ク

シ
カ

イ

★
 所

在
地

〒
８

９
０

－
８

５
１

７
☎

09
9-

25
6-

67
67

11
ン

事
業

所
種

別
名

称

カ
コ

゛
シ

マ
フ

ク
シ

エ

カ
イ

★
  
 事

　
業

　
所

　
名

 （
２

）
　

　
（
カ

ナ
）

種
別

コ
ー

ド

゛
シ

マ
フ

ク
シ

シ
゛

ン
カ

コ
イ

フ
ク

シ
ホ

ウ

★
  
 事

　
業

　
所

　
名

 （
１

）
　

　
（
カ

ナ
）

※
事

業
所

名
（
カ

ナ
）
に

つ
い

て
は

「
゛
」
「
゜
」
も

一
文

字
と

し
て

く
だ

さ
い

。

　
 「

ガ
」
→

「
カ

」
「
゛
」
　

　
「
ピ

」
→

「
ヒ

」
「
゜
」

シ
ャ

カ

゛
し

ま
福

祉
園

か
こ

児
島

福
祉

会

★
  

 事
　

業
　

所
　

名
 （

１
）
　

　
（
漢

字
）

★
  
 事

　
業

　
所

　
名

 （
２

）
　

　
（
漢

字
）

社
会

福
祉

法
人

鹿

1
2

3
4

事
業

所
名

か
ご

し
ま

福
祉

園

✔
次

の
と

お
り

お
届

け
し

ま
す

。

事
業

所
登

録
事

項
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
変

更
し

ま
し

た
の

で
、

お
届

け
し

ま
す

。

事
業

所
番

号
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

カ
ゴ

シ
マ

フ
ク

シ
エ

ン

８
９

０
－

８
５

１
７

☎
０

９
９

－
２

５
６

－
６

７
６

７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

令
和

　
　

４
　

年
　

　
４

　
月

　
　

１
　

日

様
式

 第
2
号

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

事
業

所
登

録
届

・
変

更
届

住
所

〒

変
更

す
る

と
き

は
，

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る
変

更
す

る
場

合
は

，
変

更
前

の

事
業

所
名

を
入

力
す

る

事
業

所
名

（
１

）は
法

人
名

を
入

力
す

る

事
業

所
名

（
２

）は
事

業

所
名

を
入

力
す

る

漢
字

１
０

字
以

内
・
カ

ナ

２
０

字
以

内

加
入

・
変

更
す

る
月

の

１
日

を
入

力
す

る
登

録
の

場
合

も
，

変
更

の
場

合
も

必
ず

代
表

者
印

を
押

印
す

る
印

変
更

届
の

場
合

，
★

印
の

項
目

の

変
更

す
る

部
分

の
み

を
入

力
す

る

振
込

口
座

を
、

新
規

ま
た

は
変

更
す

る
場

合
は

、
「
預

金
口

座

振
込

依
頼

書
」が

別
途

必
要

に

な
る

の
で

、
事

務
局

に
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

。

ブ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
種

別
コ

ー
ド

を
選

択

す
る

と
，

種
別

名
称

が
表

示
さ

れ
る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

0
0

0
0

様
式

第
２

号
事

　
業

　
所

　
登

　
録

　
届

　
・　

変
　

更
　

届

0
様

式
第

７
号

標
　

準
　

給
　

与
　

月
　

額
　

変
　

更
　

届
7

3

0
0

0

様
式

第
６

号
届

　
出

　
事

　
項

　
変

　
更

　
届

7
6

復
　

　
　

　
　

　
職

　
　

　
　

　
　

届
7

5

様
式

第
４

号
休

　
　

　
　

　
　

職
　

　
　

　
　

　
届

7
4

様
式

第
５

号
加

　
　

入
　

　
者

　
　

異
　

　
動

　
　

届
7

7

0

様
式

第
８

号
退

 職
 届

 兼
 給

 付
 請

 求
 書

7
8

0
0

備
 考

様
式

第
３

号
加

　
　

入
　

　
申

　
　

込
　

　
書

7
2

帳
 票

 番
 号

帳
　

票
　

名
コ

ー
ド

枚
数

 (
枚

)
人

数
 (
名

)
今

後
使

用
す

る
標

準
給

与
月

額
 (
円

)

次
の

と
お

り
加

入
者

に
関

す
る

届
書

を
送

付
し

ま
す

。
事

業
所

名

事
業

所
番

号

☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

届
 送

 付
 書

 [
 加

 入
 者

 関
 係

 ]
住

所

〒

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)

28



合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

8
1
4

0
0

様
式

第
２

号
事

　
業

　
所

　
登

　
録

　
届

　
・　

変
　

更
　

届
1

1
5

1
0

0
様

式
第

７
号

標
　

準
　

給
　

与
　

月
　

額
　

変
　

更
　

届
7

3
2

7

0
0

0

様
式

第
６

号
届

　
出

　
事

　
項

　
変

　
更

　
届

7
6

1
1

2
0

0
復

　
　

　
　

　
　

職
　

　
　

　
　

　
届

7
5

1
1

様
式

第
４

号
休

　
　

　
　

　
　

職
　

　
　

　
　

　
届

7
4

様
式

第
５

号
加

　
　

入
　

　
者

　
　

異
　

　
動

　
　

届
7

7
1

1

0

様
式

第
８

号
退

 職
 届

 兼
 給

 付
 請

 求
 書

7
8

1
1

6
7

0
0

0

備
 考

様
式

第
３

号
加

　
　

入
　

　
申

　
　

込
　

　
書

7
2

1
3

帳
 票

 番
 号

帳
　

票
　

名
コ

ー
ド

枚
数

 (
枚

)
人

数
 (
名

)
今

後
使

用
す

る
標

準
給

与
月

額
 (
円

)

次
の

と
お

り
加

入
者

に
関

す
る

届
書

を
送

付
し

ま
す

。
事

業
所

名
か

ご
し

ま
福

祉
園

事
業

所
番

号

1
2

3
4

８
９

０
－

８
５

１
７

☎
０

９
９

－
２

５
６

－
６

７
６

７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

令
和

　
　

４
　

年
　

　
　

４
　

月
　

　
１

　
　

日

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

届
 送

 付
 書

 [
 加

 入
 者

 関
 係

 ]
住

所

〒
提

出
す

る
期

日

を
入

力
す

る

代
表

者
の

押
印

は
不

要

今
回

届
け

出
る

該
当

者
の

届
出

書
類

に
記

載
し

た
，

標
準

給
与

月
額

の
合

計
額

を
入

力
す

る

今
回

届
け

出
る

帳
票

の
，

複
写

分
を

含
め

な
い

枚
数

を
入

力
す

る

こ
の

箇
所

に
，

受
領

書
や

福
祉

医
療

機
構

の
退

職
届

の
こ

と
は

入
力

し
な

い
こ

と

今
回

届
け

出
る

該
当

者

の
人

数
を

入
力

す
る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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職
種

：
　

１
：
施

設
長

　
２

：
指

導
員

　
３

：
保

育
士

　
４

：
介

護
職

員
　

５
：
医

師
　

６
：
看

護
師

　
７

：
事

務
員

　
８

：
そ

の
他

合
計

名
千

円
※

加
入

者
に

係
る

個
人

情
報

は
、

本
退

職
共

済
事

業
に

係
る

業
務

お
よ

び
こ

れ
に

附
帯

す
る

業
務

に
の

み
に

利
用

さ
れ

ま
す

。
0

0
０

０
０

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

印
性

別
生

　
年

　
月

　
日

加
　

入
　

年
　

月
　

日
標

準
給

与
月

額
職

種
加

入
者

番
号

加
入

者
氏

名

(印
)

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

規
程

を
了

承
の

う
え

、
下

記
の

と
お

り
加

入
を

申
し

込
み

ま
す

。
事

業
所

名

事
業

所
番

号

加
　

入
　

申
　

込
　

書
住

所

〒
☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

様
式

 第
3
号

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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職
種

：
　

１
：
施

設
長

　
２

：
指

導
員

　
３

：
保

育
士

　
４

：
介

護
職

員
　

５
：
医

師
　

６
：
看

護
師

　
７

：
事

務
員

　
８

：
そ

の
他

合
計

名
千

円
※

加
入

者
に

係
る

個
人

情
報

は
、

本
退

職
共

済
事

業
に

係
る

業
務

お
よ

び
こ

れ
に

附
帯

す
る

業
務

に
の

み
に

利
用

さ
れ

ま
す

。
3

6
7
0

０
０

０

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

０
１

月
日

千
円

０
０

０

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

5
4

4
1

1
5
0

月
日

千
円

7
:事

務
員

０
０

０

日
元

号
年

2
:女

元
号

年
月

4:
平

成
5

3
2

4
カ

ナ
カ

モ
イ

ケ
ハ

ナ
コ

漢
字

鴨
池

花
子

1
2

3
4

0
0

1
0

4
4

1
1
8
0

月
日

千
円

4:
介

護
職

員
０

０
０

日
元

号
年

1
:男

元
号

年
月

3:
昭

和
4
5

1
1

2
3

カ
ナ

フ
ク

シ
イ

チ
ロ

ウ
漢

字
福

祉
一

郎
1

2
3

4
0

0

2
1

4
4

1
3
4
0

月
日

千
円

1
:施

設
長

０
０

０

日
元

号
年

1
:男

元
号

年
月

3:
昭

和
3
3

8
2

2
カ

ナ
カ

ゴ
シ

マ
ジ

ロ
ウ

漢
字

鹿
児

島
二

郎
1

2
3

4
0

0

印
性

別
生

　
年

　
月

　
日

加
　

入
　

年
　

月
　

日
標

準
給

与
月

額
職

種

1
2

3
4

加
入

者
番

号
加

入
者

氏
名

令
和

　
　

４
　

　
年

　
　

　
４

　
　

月
　

　
１

　
　

日

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

規
程

を
了

承
の

う
え

、
下

記
の

と
お

り
加

入
を

申
し

込
み

ま
す

。
事

業
所

名
か

ご
し

ま
福

祉
園

事
業

所
番

号

加
　

入
　

申
　

込
　

書
住

所

〒
８

９
０

－
８

５
１

７
☎

０
９

９
－

２
５

６
－

６
７

６
７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

様
式

 第
3
号

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

提
出

す
る

日

付
を

入
力

す
る

下
の

職
種

か
ら

プ
ル

ダ
ウ

ン
で

選
択

す
る

規
程

別
表
Ⅰ

の
５

，
０

０
０

円
刻

み
の

額
を

入
力

す
る

加
入

者
印

を

押
印

す
る

加
入

者
と

す
る

日
以

降
最

初
に

到
来

す
る

１
日

と
な

り
ま

す

こ
の

月
か

ら
掛

け
金

の
納

付
を

開
始

し
ま

す

事
業

所
番

号
と

加
入

順
番

号
を

統

合
し

た
８

ケ
タ

の
番

号
で

す

毎
月

、
送

付
す

る
掛

金
台

帳
を

確
認

し
、

次
の

番
号

を
入

力
す

る

（
重

複
し

て
い

る
場

合
は

、
事

務
局

で

修
正

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
）

必
ず

代
表

者

印
を

押
印

す
る

印

元
号

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

性
別

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

自
動

計
算

さ
れ

る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０

月
日

千
円

日
元

号
年

元
号

年
月

カ
ナ

漢
字

加
入

者
氏

名
性

別
生

　
年

　
月

　
日

休
職

・
復

職
開

始
年

月
標

準
給

与
月

額

事
業

所
番

号 加
入

者
番

号

次
の

と
お

り
加

入
者

が
事

業
所

名
し

ま
し

た
の

で
お

届
け

し
ま

す
。

※
１

・
２

の
い

ず
れ

か
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

(印
)

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

様
式

 第
4
号

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

休
 職

 ・
 復

 職
 届

住
所

〒

※
休

職
の

場
合

は
、

記
入

不
要

で
す

。

※
復

職
の

場
合

は
、

復
職

年
度

が
休

職
開

始
年

度
と

異
な

る
と

き
、

及
び

4
月
1
日

に
休

職
を

開
始

し
同

年
度

に
復

職
す

る
と

き
の

み
記

入
し

て
く
だ

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

０
１

０
０

０
漢

字

日
千

円
日

元
号

年
月

元
号

年
月

カ
ナ

4
4

０
１

2
0
0

０
０

０
漢

字
鹿

児
島

二
郎

月
日

千
円

3:
昭

和
3
3

8
2
1

5:
令

和

日
元

号
年

1
:男

元
号

年
月

0
2

2
カ

ナ
カ

ゴ
シ

マ
ジ

ロ
ウ

加
入

者
氏

名
性

別
生

　
年

　
月

　
日

休
職

・
復

職
開

始
年

月
標

準
給

与
月

額

1
2

3
4

0

事
業

所
番

号

1
2

3
4

加
入

者
番

号

次
の

と
お

り
加

入
者

が
事

業
所

名
か

ご
し

ま
福

祉
園

2
:復

職
し

ま
し

た
の

で
お

届
け

し
ま

す
。

※
１

・
２

の
い

ず
れ

か
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

８
９

０
－

８
５

１
７

☎
０

９
９

－
２

５
６

－
６

７
６

７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

令
和

　
　

４
　

　
年

　
　

　
４

　
　

月
　

　
１

　
　

日

様
式

 第
4
号

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

休
 職

 ・
 復

 職
 届

住
所

〒
提

出
す

る
日

を

入
力

す
る

「
休

職
」
と

「
復

職
」は

別
々

の
用

紙
で

届
出

る
こ

と

休
職

ま
た

は
復

職
す

る
日

以
降

最
初

に
到

来
す

る
１

日
と

な
り

ま
す

こ
の

月
か

ら
掛

け
金

の
納

付
を

休
止

ま
た

は
復

活
し

ま
す

規
程

別
表
Ⅰ

の
5
,0
0
0
円

刻

み
の

額
を

入
力

す
る

記
入

不
要

の
場

合
も

あ
り

ま

す
右

の
注

意
書

き
※

を
参

照

し
て

く
だ

さ
い

元
号

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

登
録

の
場

合
も

，

変
更

の
場

合
も

必
ず

代
表

者
印

を
押

印
す

る
印

性
別

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

※
休

職
の

場
合

は
、

記

入
不

要
で

す

※
復

職
の

場
合

は
、

復

職
年

度
が

休
職

開
始

年
度

と
異

な
る

と
き

、

及
び
4
月
1
日

に
休

職

を
開

始
し

同
年

度
に

復

職
す

る
と

き
の

み
入

力

し
て

く
だ

さ
い

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

日

０
１

日
元

号
年

月
元

号
年

月
カ

ナ

漢
字

日

０
１

日
元

号
年

月
元

号
年

月
カ

ナ

漢
字

日

０
１

日
元

号
年

月
元

号
年

月
カ

ナ

漢
字

日

０
１

元
号

年
月

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

漢
字

日

０
１

元
号

年
月

年
月

日

変
更

年
月

日

カ
ナ

以
下

の
加

入
者

が
事

業
所

を
変

更
し

ま
し

た
の

で
、

お
届

け
し

ま
す

。

加
入

者
番

号
は

変
更

前
の

事
業

所
に

お
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

加
入

者
番

号
加

入
者

氏
名

性
別

生
　

年
　

月
　

日

元
号

変
 更

 後
 の

事
業

所
番

号
代

表
者

名
(印

)

事
業

所
名

変 更 後 の 事 業 所

契
約

者
名

住
所

〒
☎

(印
)

事
業

所
名

〒
☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
変

 更
 前

 の
事

業
所

番
号

代
表

者
名

様
式

 第
5
号

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

変 更 前 の 事 業 所

契
約

者
名

加
 入

 者
 異

 動
 届

住
所

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

日

０
１

日
元

号
年

月
元

号
年

月
カ

ナ

漢
字

日

０
１

日
元

号
年

月
元

号
年

月
カ

ナ

漢
字

日

０
１

日
元

号
年

月
元

号
年

月
カ

ナ

漢
字

日

０
１

元
号

年
月

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

漢
字

鹿
児

島
二

郎

日

3:
昭

和
3
3

8
2
1

5:
令

和
4

4
1

元
号

年
月

年
月

日

変
更

年
月

日

1
2

3
4

0
0

2
2

カ
ナ

以
下

の
加

入
者

が
事

業
所

を
変

更
し

ま
し

た
の

で
、

お
届

け
し

ま
す

。

加
入

者
番

号
は

変
更

前
の

事
業

所
に

お
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

加
入

者
番

号
加

入
者

氏
名

性
別

生
　

年
　

月
　

日

カ
ゴ

シ
マ

ジ
ロ

ウ
1
:男

元
号

変
 更

 後
 の

事
業

所
番

号
代

表
者

名
鹿

児
島

　
太

郎

1
2

3
6

事
業

所
名

か
も

い
け

ホ
ー

ム

変 更 後 の 事 業 所

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会

住
所

〒
８

９
０

－
８

５
１

７
☎

０
９

９
－

２
５

６
－

６
７

６
７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

〇
番

〇
号

1
2

3
4

事
業

所
名

か
ご

し
ま

福
祉

園

〒
８

９
０

－
８

５
１

７
☎

０
９

９
－

２
５

６
－

６
７

６
７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

令
和

　
　

４
　

　
年

　
　

　
４

　
　

月
　

　
１

　
　

日
変

 更
 前

 の
事

業
所

番
号

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

様
式

 第
5
号

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

変 更 前 の 事 業 所

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
加

 入
 者

 異
 動

 届

住
所

変
更

前
・
変

更
後

の
両

方
を

必
ず

入

力
し

て
く
だ

さ
い

法
人

内
の

異
動

で

あ
れ

ば
同

じ
代

表

印
に

な
り

ま
す

法
人

が
異

な
る

場

合
は

，
必

ず
押

印

し
て

く
だ

さ
い

押
印

が
な

い
と

法

人
間

で
の

合
意

が

な
い

と
み

な
す

の

で
，

手
続

き
が

で
き

ま
せ

ん
の

で
ご

注

意
く
だ

さ
い

異
動

し
た

日
以

降
最

初
に

到
来

す

る
１

日
と

な
り

ま
す

こ
の

月
か

ら
変

更
後

の
事

業
所

で

掛
金

の
納

付
を

開
始

し
ま

す

印 印

元
号

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

提
出

す
る

日
を

入
力

す
る

令
和

３
年

度
か

ら
、

加
入

者

異
動

届
は

、
変

更
前

の
事

業
所

か
ら

の
提

出
と

す
る

＜
法

人
内

で
の

異
動

＞

Ａ
事

業
所

か
ら

Ｂ
事

業
所

へ
→

Ａ
事

業
所

か
ら

提
出

（
届

送
付

書
と

異
動

届
を

作
成

）

＜
法

人
間

で
の

異
動

＞

Ｃ
法

人
か

ら
Ｄ

法
人

へ
→

Ｃ
法

人
か

ら
Ｄ

法
人

へ
送

付
し

、
Ｄ

法
人

か
ら

県
社

協
へ

提
出

（
届

送
付

書
と

異
動

届
を

作
成

）

性
別

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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加
入

の
取

消

取
消

の
理

由
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

※
該

当
欄

に
○

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

月
日

取
消

の
理

由
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

備
　

　
考

退
職

の
取

消

元
号

年

※
職

種
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

0
1

月
日

○
そ

の
他

5:
令

和

加
入

年
月

日

元
号

年

年
月

日

性
別

○
職

種

元
号

漢
字

月
日

氏
名

カ
ナ

生
年

月
日

元
号

年

漢
字

※
す

で
に

届
け

出
ら

れ
て

い
る

生
年

月
日

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

○
印

事
　

項
変

　
更

　
の

　
内

　
容

○
印

事
　

項
変

　
更

　
の

　
内

　
容

月
日

カ
ナ

元
号

年

以
下

の
加

入
者

の
届

け
て

い
る

事
項

に
つ

い
て

以
下

の
と

お
り

変
更

し
ま

し
た

の
で

、
お

届
け

し
ま

す
。

事
業

所
名

事
業

所
番

号
加

入
者

番
号

加
入

者
氏

名
生

　
年

　
月

　
日

 ※

☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

(印
)

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

様
式

 第
6
号

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

届
 出

 事
 項

 変
 更

 届
住

所

〒

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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〇
加

入
の

取
消

取
消

の
理

由
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

※
該

当
欄

に
○

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

月
日

取
消

の
理

由
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

備
　

　
考

退
職

の
取

消

元
号

年

※
職

種
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。

0
1

月
日

そ
の

他
加

入
年

月
日

元
号

年

年
月

日

性
別

職
種

元
号

3:
昭

和
3
3

8
2

漢
字

月
日

氏
名

カ
ナ

〇
生

年
月

日

元
号

年

漢
字

鹿
児

島
二

郎
※

す
で

に
届

け
出

ら
れ

て
い

る
生

年
月

日
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

○
印

事
　

項
変

　
更

　
の

　
内

　
容

○
印

事
　

項
変

　
更

　
の

　
内

　
容

月
日

3:
昭

和
3
3

8
2
1

カ
ナ

カ
ゴ

シ
マ

ジ
ロ

ウ
元

号
年

3
4

0
0

2
2

1
2

3
4

1
2

以
下

の
加

入
者

の
届

け
て

い
る

事
項

に
つ

い
て

以
下

の
と

お
り

変
更

し
ま

し
た

の
で

、
お

届
け

し
ま

す
。

事
業

所
名

か
ご

し
ま

福
祉

園

事
業

所
番

号
加

入
者

番
号

加
入

者
氏

名
生

　
年

　
月

　
日

 ※

８
９

０
－

８
５

１
７

☎
０

９
９

－
２

５
６

－
６

７
６

７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

令
和

　
　

４
　

　
年

　
　

　
４

　
　

月
　

　
１

　
　

日

様
式

 第
6
号

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

届
 出

 事
 項

 変
 更

 届
住

所

〒

登
録

後
に

誤
り

が
あ

っ
て

修
正

す
る

場
合

は
、

こ
の

様
式

を
提

出
す

る

退
職

時
に

氏
名

等
が

変
更

し
た

場
合

も
、

こ

の
様

式
も

併
せ

て
提

出
す

る

雇
用

直
後

に
退

職
さ

れ
た

職
員

に
つ

い
て

は
，

加
入

そ
の

も
の

を
取

り
消

す
こ

と
が

で
き

る

「
加

入
の

取
消

」
を

選
択

す
る

掛
金

は
，

後
日

遡
及

調
整

し
ま

す

提
出

す
る

日
を

入
力

す
る

印
必

ず
代

表
者

印
を

押
印

す
る

元
号

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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年
月

日

（
名

）
（
円

）

0
0

0
（
名

）
（
円

）

0
0

0
年

号
に

つ
い

て
　

２
…

大
正

　
３

…
昭

和
　

４
…

平
成

  
５

…
令

和

※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

，
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

合
　

　
　

　
　

計

合 計 欄

頁
　

　
　

　
　

計

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
1
6
5

0
0
0

カ
ゴ

シ
マ

　
サ

ブ
ロ

ウ
0

0

1
8
0

0
0
0

フ
ク

シ
　

イ
チ

ロ
ウ

ｶ
ｺ
ﾞｼ

ﾏ
　

ｻ
ﾌ
ﾞﾛ

ｳ
12

34
00

04
3

50
6

23

0
0

0

カ
モ

イ
ケ

　
ハ

ナ
コ

ﾌ
ｸ
ｼ
　

ｲ
ﾁ
ﾛ
ｳ

12
34

00
03

3
45

11
10

0
0

0
1
5
0

0
0
0

ｶ
ﾓ
ｲ
ｹ

　
ﾊ

ﾅ
ｺ

12
34

00
02

4
01

03
05

0
0

3
0
0

0
0
0

0
ｶ
ｺ
ﾞｼ

ﾏ
　

ｼ
ﾞﾛ

ｳ
12

34
00

01
3

33
8

21
カ

ゴ
シ

マ
　

ジ
ロ

ウ

備
　

　
　

　
　

考
年

号
年

月
日

（
円

）
（
円

）

事
業

所
名

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ番

号

1

加
入

者
氏

名
加

入
者

番
号

生
　

年
　

月
　

日
４

月
１

日
現

在
の

標
準

給
与

月
額

旧
標

準
給

与
月

額

4
1

代
表

者
名

印
1
2
3
4

令
5

　
4

下
記

の
加

入
者

に
つ

い
て

，
4
月

１
日

現
在

の
標

準
給

与
月

額
を

お
届

け
し

ま
す

。

事
業

所
番

号
標

準
給

与
月

額
変

更
年

月
日

住
　

　
所

年
号

年
月

日

令
和
　

　
　

契
約

者
名

様
式

第
7号

－
１

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

標
　

準
　

給
　

与
　

月
　

額
　

変
　

更
　

届
社

会
福

祉
法

人
　

鹿
児

島
県

社
会

福
祉

協
議

会
　

会
長

　
様

県
社

協
受

付
日

付
印

こ
の

様
式

は
，

従
来

ど
お

り
３

枚
複

写
方

式
の

手
書

き
修

正
と

な
り

ま
す

シ
ス

テ
ム

に
２

月
現

在
で

登
録

さ
れ

て
い

る
標

準
給

与
月

額
を

加
入

者
ご

と
に

印
字

し
た

も

の
を

送
付

し
ま

す
の

で
，

４
月

１
日

以
降

に
変

更
や

退
職

者
の

部
分

を
修

正
し

て
く
だ

さ
い
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年
月

日

（
名

）
（
円

）

4
0

0
0

（
名

）
（
円

）

4
0

0
0

5
年

号
に

つ
い

て
　

２
…

大
正

　
３

…
昭

和
　

４
…

平
成

  
５

…
令

和

※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

，
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

8
2
5

合
　

　
　

　
　

計
8
2

合 計 欄

頁
　

　
　

　
　

計

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0
1
6
5
0
0
0
3
月
1
日
異
動
③

<
異
動
先
>

1
7

0
0

ｶﾓ
ｲｹ
　
ｺﾞ
ﾛｳ

4
3
2
1
0
0
1
0

3
5
1

3
1
5

鴨
池
　
五
郎

0
1
6
0
0
0
0
3
月
1
日
復
職
②

福
祉
　
洋
子

1
6

5
0

0
ﾌｸ
ｼ　

ﾖｳ
ｺ

1
2
3
4
0
0
0
5

3
5
2

7
1
0

0
1
6
5

0
0
0
3
月
1
日
異
動
③

<
異
動
元
>

カ
ゴ

シ
マ

　
サ

ブ
ロ

ウ
0

0

1
8
0

0
0
0

フ
ク

シ
　

イ
チ

ロ
ウ

ｶ
ｺ
ﾞｼ

ﾏ
　

ｻ
ﾌ
ﾞﾛ

ｳ
12

34
00

04
3

50
6

23

8
0

0
0

0

3
月
3
1
日
退
職

カ
モ

イ
ケ

　
ハ

ナ
コ

ﾌ
ｸ
ｼ
　

ｲ
ﾁ
ﾛ
ｳ

12
34

00
03

3
45

11
10

1

0
0

0
1
5
0

0
0
0

ｶ
ﾓ

ｲ
ｹ

　
ﾊ

ﾅ
ｺ

12
34

00
02

4
01

03
05

0
0

3
0
0

0
0
0

3
0

5
0

ｶ
ｺ
ﾞｼ

ﾏ
　

ｼ
ﾞﾛ

ｳ
12

34
00

01
3

33
8

21
カ

ゴ
シ

マ
　

ジ
ロ

ウ

備
　

　
　

　
　

考
年

号
年

月
日

（
円

）
（
円

）

事
業

所
名

鹿
児

島
ふ

く
し

園

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ番

号

1

加
入

者
氏

名
加

入
者

番
号

生
　

年
　

月
　

日
４

月
１

日
現

在
の

標
準

給
与

月
額

旧
標

準
給

与
月

額

4
1

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

　
1
2
3
4

令
5

　
4

下
記

の
加

入
者

に
つ

い
て

，
4
月

１
日

現
在

の
標

準
給

与
月

額
を

お
届

け
し

ま
す

。

事
業

所
番

号
標

準
給

与
月

額
変

更
年

月
日

住
　

　
所

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

年
号

年
月

日

令
和
4

3
2
7

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会

　
様

式
第

7号
－

１
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

標
　

準
　

給
　

与
　

月
　

額
　

変
　

更
　

届
社

会
福

祉
法

人
　

鹿
児

島
県

社
会

福
祉

協
議

会
　

会
長

　
様

県
社

協
受

付
日

付
印

追
加

や
削

除
で

人
数

が
変

わ

る
場

合
は

，
二

重
線

で
消

し
て

訂
正

す
る

訂
正

印
は

不
要

で
す

【
事

業
所

１
枚

の
と

き
】

届
け

出
る

標
準

給
与

月
額

の
合

計
を

ど
ち

ら
に

も
記

入

届
け

出
る

加
入

者

数
の

合
計

を
記

入

す
る

（
増

減
が

な
い

場
合

は
そ

の
ま

ま
）

提
出

す
る

日
を

入
力

す
る

印
必

ず
代

表
者

印
を

押
印

す
る

見
や

す
く
す

る
た

め
に

，
印

字
部

分
は

青
色

，
事

業
所

記
入

部
分

は
紫

色
で

分
け

て
い

ま
す

【
事

業
所

複
数

枚
の

と
き

】

届
け

出
る

標
準

給
与

月
額

の
合

計

は 最
後

の
ペ

ー
ジ

の
み

に
記

入
す

る

手
書

き
、

ま
た

は
座

版
を

押
す

（
座

版
の

場
合

は
，

複
写

部
分

も
必

ず
押

す
こ

と
）

提
出

は
，

複
写

の
１

枚
目

と
２

枚
目

の
み
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※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

合
計

名
千

円

1
0

０
０

０

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

円

3:
昭

和
０

０
０

年
月

日
千

カ
ナ

元
号

漢
字

生
　

年
　

月
　

日
標

準
給

与
月

額
備

　
　

　
　

考
加

入
者

番
号

加
入

者
氏

名

年
月

日

以
下

の
加

入
者

に
つ

い
て

、
標

準
給

与
月

額
を

お
届

け
し

ま
す

。
事

業
所

名

事
業

所
番

号
標

準
給

与
月

額
変

更
年

月
日

元
号

☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

(印
)

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

様
式

 第
7
号

-
2

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

標
 準

 給
 与

 月
 額

 変
 更

 届
住

所

〒

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
加

入
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

合
計

名
千

円

2
4
1
5

０
０

０

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

０
０

０

年
月

日
カ

ナ
元

号

漢
字

千
円

4:
平

成
7

3
2

16
0

０
０

０

年
月

日

0
5

カ
ナ

コ
オ

リ
モ

ト
ト

モ
コ

元
号

漢
字

郡
元

智
子

4
3

2
1

0
0

円

3:
昭

和
6
0

4
2

25
5

０
０

０

年
月

日
千

0
カ

ナ
ア

ラ
タ

サ
ブ

ロ
ウ

元
号

漢
字

荒
田

三
郎

生
　

年
　

月
　

日
標

準
給

与
月

額
備

　
　

　
　

考

1
2

3
4

0
0

1

5:
令

和
4

0
4

0
1

加
入

者
番

号
加

入
者

氏
名

年
月

日

以
下

の
加

入
者

に
つ

い
て

、
標

準
給

与
月

額
を

お
届

け
し

ま
す

。
事

業
所

名
か

ご
し

ま
福

祉
園

事
業

所
番

号
標

準
給

与
月

額
変

更
年

月
日

1
2

3
4

元
号

８
９

０
－

８
５

１
７

☎
０

９
９

－
２

５
６

－
６

７
６

７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

令
和

　
　

４
　

　
年

　
　

　
４

　
　

月
　

　
１

　
　

日

様
式

 第
7
号

-
2

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

標
 準

 給
 与

 月
 額

 変
 更

 届
住

所

〒

法
人

間
で

異
動

が
あ

っ
た

職
員

の
「
加

入
者

番
号

」は
，

異
動

前
の

事
業

所
で

登
録

し
た

番
号

が
引

き
継

が
れ

ま
す

新
規

の
番

号
で

登
録

す
る

と
、

そ
れ

ま
で

の
掛

金
加

入

法
人

間
で

職
員

異
動

が
あ

り
，

「加
入

者
異

動
届

」を
提

出
し

た
際

は
，

標
準

給
与

月
額

が
異

動
前

の
事

業
所

の
設

定
金

額

に
な

っ
て

い
る

の
で

，
新

し
い

給
与

設
定

に
沿

っ
て

，
標

準
給

与
月

額
の

再
設

定
を

行
っ

て
く
だ

さ
い

提
出

す
る

日
を

入
力

す
る

印
必

ず
代

表
者

印
を

押
印

す
る

元
号

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

自
動

計
算

さ
れ

る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
退

職
者

お
よ

び
請

求
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

請
求

者
住

所

〒 カ
ナ

漢
字

日

5:
令

和

漢
字

請
求

者
生

年
月

日

元
号

年
月

給
付

請
求

書
（
退

職
給

付
金

）
下

記
の

と
お

り
退

職
給

付
金

を
請

求
し

ま
す

。

請
求

者
区

分
1
:退

職
者

本
人

退
 職

 者
 と

 の
 続

 柄
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

請
求

者
氏

名
( 
自

  
 筆

 )

カ
ナ

(請
求

者
印

)

退
職

理
由

(※
1
)

※
1
: 
退

職
理

由
は

該
当

す
る

番
号

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
2
:退

職
し

た
と

き
(雇

用
形

態
変

更
に

よ
り

加
入

条
件

対
象

外
と

な
っ

た
場

合
も

含
む

)
4
:死

亡
し

た
と

き
(死

亡
に

よ
る

退
職

)
9
そ

の
他

福
祉

医
療

機
構

加
入

に
つ

い
て

(※
2
)

※
2
:福

祉
医

療
機

構
加

入
に

つ
い

て
は

、
今

回
退

職
す

る
方

が
(独

)福
祉

医
療

機
構

社
会

福
祉

施
設

職
員

等
退

職
手

当
共

済
制

度
の

退
職

手
続

き
を

行
う

か
ど

う
か

を
該

当
す

る
番

号
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
※

2
の

1
～

3
は

、
(独

)福
祉

医
療

機
構

社
会

福
祉

施
設

職
員

等
退

職
手

当
共

済
制

度
に

加
入

す
る

者
が

退
職

手
続

き
を

行
う

場
合

。
(　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)

日
元

号
年

月
年

月
日

カ
ナ

元
号

漢
字

加
入

者
番

号
加

入
者

氏
名

生
　

年
　

月
　

日
退

職
年

月
日

事
業

所
名

退
職

届
下

記
の

加
入

者
が

退
職

し
ま

し
た

の
で

お
届

け
し

ま
す

。

事
業

所
番

号

☎

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

(印
)

令
和

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

様
式

 第
8
号

契
約

者
名

県
 社

 協
 受

 付
 日

 付
 印

①
鹿

児
島

県
民

間
社

会
福

祉
施

設
職

員
退

職
共

済
事

業

退
職

届
兼

給
付

請
求

書
（
退

職
給

付
金

）
住

所

〒

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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※
退

職
者

お
よ

び
請

求
者

に
係

る
個

人
情

報
は

、
本

退
職

共
済

事
業

に
係

る
業

務
お

よ
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
に

の
み

に
利

用
さ

れ
ま

す
。

請
求

者
住

所

〒
8
9
2
-
1
2
3
4

カ
ナ

カ
ゴ

シ
マ

シ
ヤ

マ
シ

タ
チ

ョ
ウ

○
－

○
　

○
○

マ
ン

シ
ョ

ン
１

ゴ
ウ

シ
ツ

漢
字

鹿
児

島
市

山
下

町
○

-
○

　
○

○
マ

ン
シ

ョ
ン

１
号

室

日

3
:昭

和
3
3

8
2
1

漢
字

鹿
児
島

二
郎

請
求

者
生

年
月

日

元
号

年
月

給
付

請
求

書
（
退

職
給

付
金

）
下

記
の

と
お

り
退

職
給

付
金

を
請

求
し

ま
す

。

請
求

者
区

分
1
:退

職
者

本
人

退
 職

 者
 と

 の
 続

 柄
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

請
求

者
氏

名
( 
自

  
 筆

 )

カ
ナ

カ
ゴ
シ
マ

ジ
ロ
ウ

(請
求

者
印

)

退
職

理
由

(※
1
)

※
1
: 
退

職
理

由
は

該
当

す
る

番
号

を
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
2
:退

職
し

た
と

き
(雇

用
形

態
変

更
に

よ
り

加
入

条
件

対
象

外
と

な
っ

た
場

合
も

含
む

)
4
:死

亡
し

た
と

き
(死

亡
に

よ
る

退
職

)
9
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

）

福
祉

医
療

機
構

加
入

に
つ

い
て

(※
2
)

※
2
:福

祉
医

療
機

構
加

入
に

つ
い

て
は

、
今

回
退

職
す

る
方

が
(独

)福
祉

医
療

機
構

社
会

福
祉

施
設

職
員

等
退

職
手

当
共

済
制

度
の

退
職

手
続

き
を

行
う

か
ど

う
か

を
該

当
す

る
番

号
か

ら
選

択
し

て
く
だ

さ
い

。
※

2
の

1
～

3
は

、
(独

)福
祉

医
療

機
構

社
会

福
祉

施
設

職
員

等
退

職
手

当
共

済
制

度
に

加
入

す
る

者
が

退
職

手
続

き
を

行
う

場
合

。
2
:退

職
し

た
と

き
1:

退
職

手
当

金
請

求
(支

給
対

象
)

日

3:
昭

和
3
3

8
2
1

5:
令

和
4

3
3
1

元
号

年
月

年
月

日

2
2

カ
ナ

カ
ゴ

シ
マ

ジ
ロ

ウ
元

号

漢
字

鹿
児

島
二

郎

加
入

者
番

号
加

入
者

氏
名

生
　

年
　

月
　

日
退

職
年

月
日

1
2

3
4

0
0

事
業

所
名

か
ご

し
ま

福
祉

園
退

職
届

下
記

の
加

入
者

が
退

職
し

ま
し

た
の

で
お

届
け

し
ま

す
。

事
業

所
番

号

1
2

3
4

８
９

０
－

８
５

１
７

☎
０

９
９

－
２

５
６

－
６

７
６

７

鹿
児

島
市

鴨
池

新
町

１
番

７
号

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

県
社

会
福

祉
協

議
会

　
会

長
　

様

代
表

者
名

鹿
児

島
　

太
郎

令
和

　
　

４
　

年
　

　
　

４
　

　
月

　
　

１
　

　
日

様
式

 第
8
号

契
約

者
名

社
会

福
祉

法
人

　
鹿

児
島

福
祉

会
県

 社
 協

 受
 付

 日
 付

 印
①

鹿
児

島
県

民
間

社
会

福
祉

施
設

職
員

退
職

共
済

事
業

退
職

届
兼

給
付

請
求

書
（
退

職
給

付
金

）
住

所

〒

契
約

者
が

入
力

し

て
く
だ

さ
い

請
求

者
が

遺
族

の
場

合
は

，
「
妻

」「
長

男
」な

ど
続

柄
も

入
力

す
る

遺
族

請
求

の
場

合
は

添
付

書
類

が
必

要
と

な

る
の

で
，

Ｐ
１

５
～

Ｐ
１

６

を
参

照
の

上
、

提
出

す

る

請
求

者
印

を
忘

れ
ず

に

医
療

機
構

の
加

入
状

況
や

手
続

に
つ

い
て

，
（
注

２
）
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

提
出

す
る

日
を

入
力

す
る

印
必

ず
代

表
者

印

を
押

印
す

る

元
号

は
、

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら
選

択
す

る

＜
退

職
者

と
連

絡
が

と
れ

な
い

時
＞

本
県

の
退

職
共

済
事

業
は

、
毎

月
１

日
時

点
で

加
入

者
の

有
無

に

よ
っ

て
、

掛
金

が
算

出
さ

れ
ま

す
。

事
情

に
よ

り
退

職
者

と
連

絡
が

と
れ

ず
、

退
職

届
の

給
付

請
求

書

に
入

力
ま

た
は

記
入

が
で

き
な

い
時

は
、

掛
金

を
止

め
る

た
め

の

手
続

き
を

行
っ

て
く
だ

さ
い

。

１
退

職
届

の
部

分
の

み
を

入
力

し
、

県
社

協
へ

提
出

す
る

→
掛

金
を

止
め

る

２
退

職
者

と
連

絡
が

取
れ

次
第

、
給

付
請

求
書

を
県

社
協

へ
提

出
す

る
（
１

枚
目

の
み

）
→

退
職

一
時

金
の

給
付

(注
１
)か

ら
該

当
す

る
番

号
を

プ
ル

ダ
ウ

ン
で

選
択

す
る

そ
の

他
の

場
合

は
具

体
的

に
（

）
に

入

力
す

る
【
懲

戒
解

雇
等

】

自
己

都
合

の
退

職
→

２
を

選
択

プ
ル

ダ
ウ

ン
か

ら

選
択

す
る

(2
0
2
2
.0

4
.0

1
)
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年 月 日

鹿児島県社会福祉協議会　会長　様

〒

日月年

契約解除・退職年月日加入年月日

年 月 日

請
　
求
　
者

事業所№ 事業所名

請求者名

住　　所

指　定　口　座

加入者№ 氏　　名

加
　
入
　
者

金
融
機
関
名

支
店
名

口
座
番
号

ﾌﾘｶﾞﾅ

様式第１１号

掛金返還請求書
鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業

　鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業運営規程に定める掛金返還金に
ついて，次のとおり請求します。

社会福祉法人

印

口
座
名
義

ﾌﾘｶﾞﾅ

続柄印遺族請求の場合の遺族氏名
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〒

法人名 御中

〒

様

連絡先電話番号

（　　　　　　　　）

退職者の連絡先電話番号

事業所担当者名

共済契約者の宛先

退職者の宛先
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（別紙３） 

 

生計維持に関する調査書 
 

 

    年    月    日 

 

  社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会 会長  様 

 

        

                     契約者                          ㊞  

 

 

故          殿の死亡当時（     年   月   日），次の項目に該当す 

る者は下記のとおりです。 

 

区          分 該 当 者 名（続柄） 

(1) 扶養手当上の扶養親族  
① 該当あり  

  ② 該当なし 
 

(2) 医療保険(被用者保険)の被扶養者  
① 該当あり  

  ② 該当なし 
 

(3) 税法上の扶養控除対象者  
① 該当あり  

  ② 該当なし 
 

(4) 同居の親族  
① 該当あり  
② 該当なし  

  ③ 不明 
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（別紙４） 

 

 

 

委  任  状 

 

 

受 任 者 

 

     住 所                        

 

     氏 名                        

 

 

 私は，都合により上記の者を代理人と定め，鹿児島県民間社会福祉施設職員

退職共済事業共済契約に基づく遺族一時金の請求及び受取に関する権限を委任

します。 

 

 

 

     年  月  日  

 

 

 

委 任 者 

 

     住 所                        

 

     氏 名                     ㊞  

 

 

 

 

社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会 会長 様 
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様式第９号－１ 

 

 

同  意  書 

 

 

 

 

 

 私は，鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業運営規程第１３条

第１項第３号の規定に基づく共済契約の解除について同意します。 

 （なお，共済契約の解除に伴う掛金の請求及び受取に関する手続きを契

約者に委任します。） 

 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

 

  契約者名                         

 

  事業所名                         

 

  加入者 住 所                      

 

氏 名                   ㊞  
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局
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共
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日
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人
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県

社
会
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祉
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会
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長

 様

　
　

　
　

　
　

　
　

次
の

と
お

り
，

す
べ

て
の

加
入

者
の

同
意

を
得

た
の

で
退

職
共

済
契

約
の

解
除

を
申

請
し

ま
す

。

社
協

受
付

日
付

印

契
約

者
番

号

市
外

局
番

（

電
話

番
号

様
式

第
９

号
－

２

印

住
　

　
　

　
　

　
所

組
　

　
織

名
　

　
　

称
代

表
者

名
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ﾘ
ｶ
ﾞﾅ

ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞﾅ
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◯ 「 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 」 欄 に 個 人 番 号 （ 12 桁 ） を 記 載 す る 場 合 に は 、 右 詰 で 記 載 し ま す 。 

◯ 「 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 」 欄 に 個 人 番 号 （ 12 桁 ） を 記 載 す る 場 合 に は 、 右 詰 で 記 載 し ま す 。 

◯ 「 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 」 欄 に 個 人 番 号 （ 12 桁 ） を 記 載 す る 場 合 に は 、 右 詰 で 記 載 し ま す 。 

◯ 「 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 」 欄 に 個 人 番 号 （ 12 桁 ） を 記 載 す る 場 合 に は 、 右 詰 で 記 載 し ま す 。 
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年     月     日 
 

     税務署長 殿 ／      市町村長 殿 
年分 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書 

退
職
手
当
の
支
払
者
の 

所 在 地 
（ 住 所 ） 

〒 

あ
な
た
の 

現 住 所 〒 

氏 名  名 称 
（ 氏 名 ） 

 

個 人 番 号     
            

法 人 番 号 

( 個 人 番 号 ) 

※提出を受けた退職手当の支払者が記載してください。 その年 1 月 1 

日現在の住所 

 
    

            
 

Ａ 

このＡ欄には、全ての人が、記載してください。(あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下のＢ以下の各欄には記載する必要がありません。) 

① 退職手当等の支払を受けることと
なった年月日 

年   月   日 

③ この申告書の提出先から受け
る退職手当等についての勤続期
間 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年

うち 特定役員等勤続期間 
有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年

② 退職の区分等 

一般         生活 

 ・             の 有 ・ 無 
障害         扶助 

 
 

うち 一般勤続期間 
との重複勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年

 
 

うち 短期勤続期間 
との重複勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年

 
うち 短期勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年

 

Ｂ 

あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載してください。 

④ 本年中に支払を受けた他
の退職手当等についての勤
続期間 

自        年     月     日 

至           年     月     日 

⑤ ③と④の通算勤続期間 
自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 
うち 特定役員等勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 

うち 特定役員等勤続期間 
有 

無 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年
  

うち 一般勤続期間 
との重複勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

  
うち 短期勤続期間 
との重複勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

  うち 全重複勤続期間  
有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

うち 短期勤続期間 
有 

無 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年

 うち 短期勤続期間 
有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

  
うち 一般勤続期間 
との重複勤続期間 

有 

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 

Ｃ 

あなたが前年以前４年内（その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、14 年内) に退職手当等の支払を受けたことがある場合

には、このＣ欄に記載してください。 

⑥ 前年以前４年内（その年に確定
拠出年金法に基づく老齢給付金とし
て支給される一時金の支払を受ける
場合には、14年内）の退職手当等に
ついての勤続期間 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

⑦ ③又は⑤の勤続期間のうち、⑥の勤

続期間と重複している期間 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 ㋑ うち 特定役員等勤続 
期間との重複勤続期間 

有

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 ㋺ うち 短期勤続期間 
との重複勤続期間 

有

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 

Ｄ 

Ａ又はＢの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた退職手当等についての勤続期間の全部又は一部が通算されている場合には、その通算された勤続期間等につ

いて、このＤ欄に記載してください。 

⑧ Ａの退職手当等についての勤続

期間(③)に通算された前の退職手

当等についての勤続期間 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年 ⑩ ③又は⑤の勤続期間のうち､⑧又は

⑨の勤続期間だけからなる部分の期間 
自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 
うち 特定役員等勤続期間  

有

無 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年  ㋩ 
うち 特定役員等勤続期間  

有

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 
うち 短期勤続期間 

有

無 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年  ㋥ 
うち 短期勤続期間 

有

無 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

⑨ Ｂの退職手当等についての勤続

期間(④)に通算された前の退職手

当等についての勤続期間 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年 ⑪ 

⑦と⑩の通算期間 
自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 
うち 特定役員等勤続期間  

有

無 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年  ㋭ 
うち ㋑と㋩の通算期間 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

うち 短期勤続期間 
有

無 

自     年   月   日 

至     年   月   日 

年 ㋬ 
うち ㋺と㋥の通算期間 

自       年    月    日 

至       年    月    日 

年 

 

Ｅ 

Ｂ又はＣの退職手当等がある場合には、このＥ欄にも記載してください。 

区分 
退 職 手 当 等 の 支 
払 を 受 け る こ と 
と な っ た 年 月 日 

収 入 金 額 
（円） 

源   泉 
徴 収 税 額 

（円） 

特 別 徴 収 税 額 支 払 を 
受 け た 
年 月 日 

退職 
の 

区分 

支 払 者 の 所 在 地  
（住所）・名称（氏名） 市町村民税 

（円） 
道府県民税

（円） 

Ｂ 

一般  ・  ・      ・  ・ 
一般  
障害 

 

特定 
役員 

 ・  ・      ・  ・ 
一般  
障害 

 

短期  ・  ・      ・  ・ 
一般  
障害 

 

Ｃ  ・  ・      ・  ・ 
一般  
障害 
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（注意）１ この申告書は、退職手当等の支払を受ける際に支払者に提出してください。提出しない場合は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、支払を受

ける金額の 20.42％に相当する金額となります。また、市町村民税及び道府県民税については、延滞金を徴収されることがあります。 

    ２ Ｂの退職手当等がある人は、その退職手当等についての退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)又はその写しをこの申告書に添付してください。 

    ３ 支払を受けた退職手当等の金額の計算の基礎となった勤続期間に特定役員等勤続期間及び短期勤続期間が含まれる場合は、その旨並びに特定役員等勤

続期間、短期勤続期間、年数及び収入金額等を所定の欄に記載してください。 

 

申 告 書 の 書 き 方 

 

１ 「①」欄には、退職年月日（会社の役員等の退職手当等で、株主総会等の決議を要するものは、その決議により支払を受ける金額が具体的に定め

られた年月日）を記載します。 

２ 「②」欄には、在職中に障害者となったことに直接基因して退職した人は､｢障害」を○で囲み、( )内に障害の状態、身体障害者手帳等の交付年

月日等を記載します。その他の人は「一般」を○で囲みます。また、その年１月１日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人は、生活扶助

の「有」を、その他の人は「無」を○で囲みます。 

３ 「③」欄には、この申告書を提出して今回支払を受ける退職手当等についての勤続期間とその年数(１年未満の端数は切上げ）を記載します。 

この場合、勤続期間は、原則としてその支払者の下で引き続き勤務した期間（その支払者から前に退職手当等の支払を受けている場合には、前の

退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。）によります。ただし、次の期間がある場合には、その期間を加えた期間に

よります。 

⑴ その支払者から受けた前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間で、今回の退職手当等の計算の基礎となる勤続期間に通算された期間 

⑵ 一時他に勤務していたなどのため、その支払者の下での勤務が中断した人の、その中断前に引き続き勤務した期間（一時他に勤務することとな

った際に、その支払者から退職手当等を受けなかった場合に限ります｡) 

⑶ 他に勤務していた期間（その支払者の下で勤務しなかった期間に限ります。）で、今回の退職手当等の計算の基礎となる期間に通算された期間 

また、「③」欄の内書には、上記の勤続期間のうち、特定役員退職手当等（※１）に係る勤続期間（以下「特定役員等勤続期間」といいます。）の有無

及び短期退職手当等（※２）に係る勤続期間（以下「短期勤続期間」といいます。）の有無、有の場合は、その勤続期間及びその年数（１年未満の端数切

上げ）を記載します。 

更に、特定役員等勤続期間の内書として、特定役員等勤続期間と一般退職手当等（※３）に係る勤続期間（以下「一般勤続期間」といいます。）の重

複の有無及び特定役員等勤続期間と短期勤続期間の重複の有無、有の場合は、その重複勤続期間及びその年数（１年未満の端数切上げ）を記載しま

す。 

※１ 特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数（以下「役員等勤続年数」といいます。）が５年以下である人が支払を受ける退職手当等の

うち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 

  上記の役員等とは次に掲げる人をいいます。 

イ 法人税法第２条第15号に規定する役員 

ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 

ハ 国家公務員及び地方公務員  

２ 短期退職手当等とは、短期勤続年数（役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が５年以下であるものをいい、この勤続年

数については、役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。以下同じです。）に対応する退職手当等として支払を受け

るものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。 

３ 一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。 

４ 「④」欄には、本年中に支払を受けた他の退職手当等についての勤続期間を上記３の方法で計算して記載します。また、内書は、上記３「③」欄の

内書に倣い記載します。 

５ 「⑤」欄には､｢③」欄と「④」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数（１年未満の端数切上

げ）を記載します。 

また、内書の「うち 特定役員等勤続期間」並びにその内書の「うち 一般勤続期間との重複勤続期間」、「うち 短期勤続期間との重複勤続期間」

及び「うち 短期勤続期間」の各欄は、上記３「③」欄の内書に倣い記載しますが、これらの重複勤続期間には全重複勤続期間（特定役員等勤続期

間、短期勤続期間及び一般勤続期間が重複している期間をいいます。以下同じです。）を含みません。 

更に、「うち 全重複勤続期間」欄は全重複勤続期間について、「うち 短期勤続期間」の内書の「うち 一般勤続期間との重複勤続期間」欄は短

期勤続期間と一般勤続期間が重複している期間（全重複勤続期間を除きます。）について、その該当の有無、有の場合は、その重複勤続期間及びその

年数（１年未満の端数切上げ）を記載します。 

６ 「⑥」欄には、前年以前４年内（その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、14年内）に支払

を受けた退職手当等（以下「４年内の退職手当等」といいます｡)がある場合に、その４年内の退職手当等についての勤続期間を記載します。 

ただし、４年内の退職手当等の収入金額がその退職手当等についての退職所得控除額に満たなかったときは、その４年内の退職手当等の収入金額

に応じ、その４年内の退職手当等についての勤続期間の初日から次表の算式によって計算した数（小数点以下の端数切捨て）に相当する年数が経過

する日までの期間を記載します。 

４年内の退職手当等の収入金額 算 式 

800万円以下の場合 その収入金額÷40万円 

800万円を超える場合 （その収入金額－800万円）÷70万円＋20 

７ 「⑦」欄には､｢③」欄又は「⑤」欄の勤続期間のうち､｢⑥」欄の勤続期間と重複している期間を記載します。また、「○イ」欄及び「○ロ」欄には、こ

の重複している期間のうち、「③」欄又は「⑤」欄の特定役員等勤続期間又は短期勤続期間と重複する期間の有無、有の場合は、その重複勤続期間及

びその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。 

８ 「⑧」欄又は「⑨」欄には､｢③」欄又は「④」欄の勤続期間のうち、その勤続期間に通算された、前の退職手当等についての勤続期間（上記３の

(1)又は(3)の期間（(3)の期間については、その「他」の勤務先から前に退職手当等の支払を受けている場合に限ります｡)）とその年数（１年未満の

端数切捨て）を記載します。また、内書には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間又は短期勤続期間の有無、有の場合は、その特定役員等勤続

期間又はその短期勤続期間及びその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。 

９ 「⑩」欄には､「③」欄又は｢⑤」欄の勤続期間のうち､｢⑧」欄又は「⑨」欄の勤続期間だけからなる部分の期間とその年数（１年未満の端数切捨

て）を記載します。また、「○ハ」欄及び「㋥」欄には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間又は短期勤続期間の有無、有の場合は、その特定役

員等勤続期間又はその短期勤続期間及びその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。 

10 「⑪」欄には､｢⑦」欄と「⑩」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数（１年未満の端数切捨

て）を記載します。また「㋭」欄及び「㋬」欄には、「○イ」欄と「○ハ」欄及び「○ロ」欄と「㋥」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算し

ないように通算した勤続期間とその年数（１年未満の端数切捨て）を記載します。 
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② ③
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だ
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・

□　４月　　□１０月

□　５月　　□１１月

□　６月　　□１２月

□　７月　　□　１月

□　８月　　□　２月

□　９月　　□　３月

（※）育児休業の半年延長の理由の記載

　１　保育所等に入所を希望しているが、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、入所できない場合

　２　子の養育を行っている配偶者であって、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、子の養育を行う予定であった者が、

　　　死亡・負傷・疾病等、離婚等により子の養育することができなくなった場合

　注.「パパ・ママ育休プラス」が「有」の場合は、「半年延長の理由」を記入しないでください。

注．俸給の調整額について

　　俸給は、職務の負担や困難度など勤務条件を考慮して決められるべきものであり、保育士など職種別に俸給表を作成することが望ましいもの

　です。

　　しかし、業務の特殊性が著しい場合や、管理運営上の支障になるため多種の俸給表作成ができないなど、俸給表の本俸額では職員の労働に見

　合わない場合があります。

　　このような場合には、国家公務員の給与制度では、本俸額に加算するための調整額表を設けて、俸給の調整を行っており、「俸給の調整額」

　と呼んでいます。

　　社会福祉施設職員等退職手当共済制度では、この趣旨を踏まえ、福祉医療機構が適当と認めた手当を、退職手当金の計算の基礎として、本俸

　と同等に扱うこととしています。

業務に従事した日数が
１０日以下の月があった場合
被共済職員とならない月です。
該当月をチェックしてください。

150 161

添付書類 留保 確認
807 809 810 811 814 818 813
請求者印 請求者訂正印 申告書印 契約者印 契約者訂正印 調整額名称有無 現認証明

780 781 国　税 787

812 817

788 市町村民税773

半年延長の理由（※） 1 2976

820

局）（ 番）

福祉医療機構の処理欄（記載しないでください）
障害有無 受取済退職金額 徴　収　済　税　額 勤続年数 振込区分

事務担当者氏名 連　絡　先 電話（市外局 ）（

802 803 804801794 795 道府県民税771

7 9・住 所

共 済 契 約 者 番 号 共
済
契
約
者

カード

氏 名 又 は 名 称

パパ・ママ育休プラス 無 293  元号 311

976
304 306297 298有 ・

845育児休業
終了日

839  元号 年 月

287

育児休業
開始日

832  元号 年 月

278 279 292285

268259 260 266出 産 日
825  元号

273

247 249240 241
824

１　新規 ２　変更 ３　再取得

975

半年延長の理由（※） 1 2975 236  元号 254

235

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無
228 230221 222

831

育児休業
終了日

191  元号 年 月 197

年 月

217  元号

育児休業
開始日

184  元号 年

216209 211202 203

255  元号

838

183

198  元号

274  元号

出 産 日
177  元号 年 月

退職月の直前の４月から退職月までの期間 退職した月以前６か月の本俸月額

育児休業の申請があった場合 （「退職日が月末でない月」及び「被共済職員期間とならない月」は除きます）
176

１　新規 ２　変更 ３　再取得

手当名（　　　　　　　　　　　　　手当）
手当名（　　　　　　　　　　　　　手当）(年) (月)

月

年 月 俸 給 表 の 額
俸 給 の 調 整 額

190

住所

854 953

退職届のみを提出している場合、その理由 （該当するものにチェックしてください）

　□ 退職者の所在が不明　　　　　　　　□ 退職者が請求を放棄している　　　　　　　　□ 退職者の被共済職員期間が１年未満の場合

853 電話番号 954 － － 969
月 日 郵便番号 847 －　２　大　　正

　３　昭　　和
　４　平　　成
　５　令　　和

年 月

134

（　　　　年　　　　月　　　　日変更）

退職者の生年月日 退職年月日
日 元号 年

135 141 142

14
カタカナ

　　　　　　　　　　　退職者の住所（連絡先）　　　　　※電話番号は携帯も可

35 74

変更前の氏名
（変更している場合のみ記入）

カタカナ
75 94

漢字
（旧姓）

95

148

（約款様式第７号） 業務委託先受付日付印 機構受付日付印

被共済職員退職届

　独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

　　　次のとおり、被共済職員が退職したので届出ます。 755 761 762 768

１．被共済職員退職届の原本は、業務委託先（都道府県の社会福祉協議会、共済会等）にご提出ください。
　　写しをとって、共済契約者様の控えとしてお手元に残してください。
２．内容確認のため、給与台帳等の提出を依頼することがあります。
３．記載に当たっての留意事項や注意点は、福祉医療機構発行の「社会福祉施設等退職手当金共済制度マニュ
　アル」をご参照ください。

作成日 　　年　      　　月　　     　日

職員番号 退職者の氏名 149 退職理由（該当する番号を○で囲んでください）
15 34

 ①　普通退職
　　　…結婚・定年・転職・雇用期間満了などの自己都合による退職に該当すると
き
 ②　普通退職
　　　…平成１３年３月３１日以前の加入者が①以外による退職に該当するとき
 ③　業務上の傷病又は業務上の死亡による退職
 ④　犯罪等による退職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※②、③、④の場合は添付書類が必要で
す。

漢字

10

56



日

日

日

1 2

・

3 5

社会福祉法人○△福祉会
東京都港区虎ノ門４－３－１３

東京都港区虎ノ門１－１１－１１１ 虎ノ門ハイツ１０５０号

03 - 2222 - 1111999 - 9999

2 7 0

7 9

304 306297 298

☑　４月　　□１０月

□　５月　　□１１月

□　６月　　□１２月

□　７月　　□　１月

□　８月　　□　２月

□　９月　　□　３月

（※）育児休業の半年延長の理由の記載

　１　保育所等に入所を希望しているが、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、入所できない場合

　２　子の養育を行っている配偶者であって、１歳（又は１歳６か月）に達する日後の期間について、子の養育を行う予定であった者が、

　　　死亡・負傷・疾病等、離婚等により子の養育することができなくなった場合

　注.「パパ・ママ育休プラス」が「有」の場合は、「半年延長の理由」を記入しないでください。

注．俸給の調整額について

　　俸給は、職務の負担や困難度など勤務条件を考慮して決められるべきものであり、保育士など職種別に俸給表を作成することが望ましいもの

　です。

　　しかし、業務の特殊性が著しい場合や、管理運営上の支障になるため多種の俸給表作成ができないなど、俸給表の本俸額では職員の労働に見

　合わない場合があります。

　　このような場合には、国家公務員の給与制度では、本俸額に加算するための調整額表を設けて、俸給の調整を行っており、「俸給の調整額」

　と呼んでいます。

　　社会福祉施設職員等退職手当共済制度では、この趣旨を踏まえ、福祉医療機構が適当と認めた手当を、退職手当金の計算の基礎として、本俸

　と同等に扱うこととしています。

業務に従事した日数が
１０日以下の月があった場合
被共済職員とならない月です。
該当月をチェックしてください。

150 161

添付書類 留保 確認
807 809 810 811 814 818 813
請求者印 請求者訂正印 申告書印 契約者印 契約者訂正印 調整額名称有無 現認証明

780 781 国　税 787

812 817

788 市町村民税

3438

9 9

773

・住 所

半年延長の理由（※） 1 2976
0 7 2

820

局）（ 0000 番）

福祉医療機構の処理欄（記載しないでください）
障害有無 受取済退職金額 徴　収　済　税　額 勤続年数 振込区分

事務担当者氏名 虎ノ門　太郎 連　絡　先 電話（市外局 03 ）（

802 803 804801794 795 道府県民税771

共 済 契 約 者 番 号 共
済
契
約
者

カード

氏 名 又 は 名 称

1 3 9 9

1 9 1 0 0
パパ・ママ育休プラス 無 293  元号 311

976
令和 0 2 0 9

有 ・
04

4 020 0 70 1 9 1 0
845

令和 0 2 1育児休業
終了日

839  元号 年 月

287

育児休業
開始日

832  元号 年 月

278 279

70
292285

2 4 01 9 1 0 0 0

268259 260

2 1 1

266

0
出 産 日

825  元号
1 0 0 02 1 2 1 9 7 2 4

273

247 249240 241
824

１　新規 ２　変更 ３　再取得 令和 0

4 0975

半年延長の理由（※） 1 2975 236  元号

1 0 0 03 0 1 1 9
254

235

パパ・ママ育休プラス 有 ・ 無 令和

228 230221 2221

0 7 2

0

831

育児休業
終了日

191  元号 年 月 197

令和

年 月

0 0 217  元号

育児休業
開始日

184  元号 年

216209 211202 203

1 9 1 0

255  元号

838

183

令和 0 0 1

令和 0 0 0 198  元号

令和
274  元号

592

3

出 産 日
177  元号 年 月

退職月の直前の４月から退職月までの期間 退職した月以前６か月の本俸月額

育児休業の申請があった場合 （「退職日が月末でない月」及び「被共済職員期間とならない月」は除きます）
176

１　新規 ２　変更 ３　再取得

手当名（　　　 特殊業務　 　　手当）
手当名（　　　 　　　　　　　　　　手当）(年) (月)

月

年 月 俸 給 表 の 額
俸 給 の 調 整 額

190

04270

住所

854 953

退職届のみを提出している場合、その理由 （該当するものにチェックしてください）

　□ 退職者の所在が不明　　　　　　　　□ 退職者が請求を放棄している　　　　　　　　□ 退職者の被共済職員期間が１年未満の場合

0 3 0 3 1 50 1 0 1 1

853 電話番号 954 969月 日 郵便番号 847
　２　大　　正
　３　昭　　和
　４　平　　成
　５　令　　和

年 月

134

（　　　　年　　　　月　　　　日変更）

退職者の生年月日 退職年月日
日 元号 年

135 141 142

0 令和

14 カタカナ

　　　　　　　　　　　退職者の住所（連絡先）　　　　　※電話番号は携帯も可

35

神谷　町子
74

変更前の氏名
（変更している場合のみ記入）

カタカナ 75 94

漢字
（旧姓）

95

148

（約款様式第７号） 業務委託先受付日付印 機構受付日付印

被共済職員退職届

　独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

　　　次のとおり、被共済職員が退職したので届出ます。 755 761 762 768

2030令和

１．被共済職員退職届の原本は、業務委託先（都道府県の社会福祉協議会、共済会等）にご提出ください。
　　写しをとって、共済契約者様の控えとしてお手元に残してください。
２．内容確認のため、給与台帳等の提出を依頼することがあります。
３．記載に当たっての留意事項や注意点は、福祉医療機構発行の「社会福祉施設等退職手当金共済制度マニュ
　アル」をご参照ください。

作成日 　　年　      　　月　　     　日

職員番号 退職者の氏名 149 退職理由（該当する番号を○で囲んでください）
15 カミヤ　マチコ 34

 ①　普通退職
　　　…結婚・定年・転職・雇用期間満了などの自己都合による退職に該当するとき
 ②　普通退職
　　　…平成１３年３月３１日以前の加入者が①以外による退職に該当するとき
 ③　業務上の傷病又は業務上の死亡による退職
 ④　犯罪等による退職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※②、③、④の場合は添付書類が必要です。

0 0 0 0 1 漢字

10

57



退職した
勤務先

　　簡潔に記載してください（例：自己都合（結婚、転職など）による退職、
    定年退職、雇用契約期間満了による退職、解雇 など）日月

：

注意 １　　この申告書は、退職手当等の支払を受ける際に支払者に提出してください。提出しない場合は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、支払を受ける金額の
　　20.42％に相当する金額となります。また、市町村民税及び道府県民税については、延滞金を徴収されることがあります。
２　　Ｂの退職手当等がある人は、その退職手当等についての退職所得の源泉徴収票（特別徴収票）又はその写しをこの申告書に添付してください。

： ：
一般
障害

Ｃ ： ：

注意→Ｂ又はＣの退職手当等がある場合には、このＥ欄にも記載してください。

Ｅ

区
分

退職手当等の支払を受
けることとなった年月日

収入金額 源泉徴収額
特別徴収税額 支払いを受けた

年月日
退職の
区分

支 払 者 の 所 在 地
（住所）・名称（氏名）市町村民税（円） 道府県民税（円）

Ｂ ： ： ：
一般
障害

年 月 日 年

月 日年

日 年
⑪  ⑦と⑩の通算期間

自⑨　Ｂの退職手当等についての勤続
期間（④）に通算された前の退職手
当等についての勤続期間

自 年 月

至 年 月 至日

日 至 年 月至 年 月

注意→Ａ又はＢの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた退職手当等についての勤続期間の全部又は一部が通算されている場合に
は、その通算された勤続期間等について、このＤ欄に記載してください。

D

⑧　Ａの退職手当等についての勤続
期間（③）に通算された前の退職手
当等についての勤続期間

自 年 月 日 月 日 年

日

年 ⑩　③又は⑤の勤続期間のう
ち、⑧又は⑨の勤続期間だけ
からなる部分の期間

自 年

月 日

日

注意→あなたが前年以前４年内（その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、14年内）に退職手当等の
支払を受けたことがある場合には、このＣ欄に記載してください。

C

⑥　前年以前４年内（その年に確定拠出
年金法に基づく老齢給付金として支給さ
れる一時金の支払を受ける場合には、14
年内）の退職手当等についての勤続期

自 年 月 日
年

至 年 月 日 至 年

⑦　③又は⑤の勤続期間のう
ち、⑥の勤続期間と重複してい
る期間

自 年 月

② 一般 生活
の

年至 年 月 日 至

年月

退職の区分等 障害 扶助

注意→あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このＢ欄に記載してください。

B
④　本年中に支払を受けた他の退職手
当等についての勤続期間

自 年

月 日

年月 日

月 日

日
⑤　③と④の通算勤続期間

自

有　・　無

【個人番号の取得目的】　あなたの個人番号は税務手続きに利用します。

源
泉
徴
収
票
は
の
り
づ
け
と
し

、
ホ

ッ
チ
キ
ス
で
と
め
な
い
で
く
だ
さ
い

源
泉
徴
収
票
貼
付
欄

　このＡ欄には、死亡退職による遺族請求を除き、全ての人が、記載してください。
（あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下のＢ以下の各欄には記載する必要がありません。）

Ａ

①　退職手当等の支払を受けることと
なった年月日

年 月 日
③　この申告書の提出先から
受ける退職手当等についての
勤続期間

自 年

至 年

月 日 年

別添の個人番号確認書類のとおり

法人番号 8 0 1 0 4 0 5 0 0 3 6 8 8
その年1月1日
現在の住所

655 754

654

現住所
〒 －

退
職
手
当
の
支
払
者
の

所在地
（住所）

　〒105-8486
　東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号 あ

な
た
の

氏　名
615

名　称
（氏名）

　独立行政法人福祉医療機構
個人番号

支払者受付印

年分
芝

税務署長
退 職 所 得 申 告 書市町村長 殿

注．請求者欄の、２の相続人は「職員が退職後、退職手当金を受取る前に死亡した場合」です。３の遺族は「職員が死亡により退職した場合」です。
<個人情報の取扱いに関する注意事項>　　請求者又は退職者に係る個人情報は、退職手当共済業務及びこれに附帯する業務の範囲内で利用されます。

年 月 日 退職所得の受給に関する申告書

605

請 求 者 本 人 名 義 の
金融機関口座としてください

577

569
570 573 574 576 510

銀 行 本店 ・ 支所

支店 ・ 出張所

振

込

先

金

融

機

関

金融機関コード 店番号 振込先金融機関名を記入のうえ、○で囲んでください。
539 540

・ 信 用 組 合

信 用 金 庫

583
普　通

585

・ 農業協同組合

口　座　番　号
(右詰めで記入してください）

預金種目
口　座　名　義

（左詰めでカタカナで記入してください）

502

〒
396 398

2 相続人 （ ） 4 平 成
3 遺 族

-
399

局市外局

402

　　独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

977

請

求

者

請求者区分（続柄） フリガナ

郵　便　番　号 住

所

403

退職年月日
元号

　　法人名か施設名のいずれかを記入してください

番号

5 令 和

312 313 332 373 379
372 2 大 正

983

年

退職理由

氏　名

333

（ ）

1 退職者本人

生　年　月　日 連絡先電話番号（携帯も可）

日年
3 昭 和

月

（約款様式第7号の2） 846 機構受付日付印
0

退職手当金請求書（１枚目）

◎
本
紙
は
、
原
則
と
し
て
、
退
職
し
た
勤
務
先
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
添
付
書
類
に
は
「
目
隠
し
シ
ー
ル
」
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い
。(

シ
ー
ル
は
元
の
勤
務
先
又
は
福
祉
医
療
機
構
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
）
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（約款様式第７号の２）添付書類用紙 

  

退職手当金請求書（２枚目） 
  

  

貼付用紙 振込先金融機関の記載内容を福祉医療機構が確認するための書類 
（提出は必須です） 

  

〇 振込先金融機関の記載内容を確認する必要があります。 

〇 特に、金融機関の名称や支店名については、合併や支店の統廃合などによって変更していないかどうか、再確認してください。 

  

 
 

振込先口座が確認できる次のいずれかを、この枠内に貼付してください。 

 

①通帳の「表紙（写し）」と「見開きページ（写し）」 

②キャッシュカードの写し（金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義のある面） 

※クレジットカード機能付きの場合は、クレジットカードの番号を伏せて写しを取ってください。 

③インターネットバンクなど通帳がない口座の場合は、ＷＥＢ上の口座情報のページなど、振込先口座が 

確認できるものを印刷してください。 
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（約款様式第７号の２）添付書類用紙 

  

退職手当金請求書（３枚目） 
  

  

     貼付用紙 個人番号（マイナンバー）を記載した者が請求者本人であることを 
          福祉医療機構が確認するための書類 

（提出は必須です） 

  

〇 請求書の１枚目に記載された個人番号については、法令等で本人確認が必要となっています。 

〇 次のいずれかの書類（下記表の５つのパターンのいずれか：「個人番号を確認する書類」と「本人であることを確認する書類」）をこ

の用紙に貼って、福祉医療機構が確認できるようにしてください。 
 
※ 通知カードは、令和２年５月２５日付の廃止により、住民票の氏名・住所等と同じものに限り有効です。 
 

パターン 「個人番号を確認する書類」（写し） 「本人であることを確認する書類」（写し） 

１ 個人番号カード（１２桁の番号のある面） 個人番号カード（顔写真のある面） 

２ 個人番号が記載された住民票 

運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）など、顔写真

があり、身分が証明される公的なもの 
※いずれか１種類が必要です。 

３ 個人番号が記載された住民票 
健康保険証、年金手帳、公共料金の領収書など、顔写真がないも
のの本人であることを証する書類 
※顔写真がないため、２種類が必要です（選んでください）。 

４ 通知カード（住民票の氏名・住所等と同じものに限定） 
運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）など、顔写真
があり、身分が証明される公的なもの 
※いずれか１種類が必要です。 

５ 通知カード（住民票の氏名・住所等と同じものに限定） 
健康保険証、年金手帳、公共料金の領収書など、顔写真がないも
ので、本人であることを証する書類 

※顔写真がないため、２種類が必要です（選んでください）。 
 
  

 
 

（この枠内に、書類を重ねて貼ってください） 
 
 １ 「個人番号を確認する書類の写しを貼ってください。 
 ２ 「本人であることを確認する書類」の写しを貼ってください。 
 
 ※ 住民票の写し、旅券（パスポート）の写し、年金手帳の写しなど、この用紙に貼りきれないものは、切り取らずに、その

ままの大きさで、ホッチキス留めして提出してください。 
 
【注意】 
健康保険証は、被保険者記号、番号、保険者番号、２次元バーコード等を黒塗りしてください。 
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（約款様式第７号の２）添付書類用紙 

  

退職手当金請求書（４枚目） 
  

  

     貼付用紙  勤務していた法人・施設が届出している氏名が変更されていることを 
           福祉医療機構が確認するための書類 

（氏名が変更されている場合のみ、提出してください） 

  

〇 氏名が変更していることを確認する必要があります 

〇 運転免許証（表裏）、戸籍抄本、旧姓と新姓が確認できる住民票などの写しをこの用紙に貼って、確認できるようにしてください。 
  

 
 

（氏名が変更していることを確認する書類の写しを貼ってください） 
 
 ※ この用紙に貼りきれないものは、貼らないで（ホッチキス留め）提出してください。 
※ 退職手当金請求書（３枚目）に添付した内容で、旧姓から新姓が確認できる場合は、本用紙（４枚目）は不要です。 
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社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関するお知らせ       （独立行政法人福祉医療機構共済部） 

令和２年６月２６日 

 

共 済 契 約 者 様 

退職手当金請求者 様 

 

 

退職手当金請求手続きに必要なマイナンバー確認書類の変更について 
（通知カードの廃止に伴う変更） 

 

 

平素より、当共済制度の運営について、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

個人番号の通知について、令和２年５月２５日をもって「通知カード」が廃止され、以降は「個

人番号通知書」を送付する方法とし、また当該通知書は個人番号確認書類にならないこととなり

ました（なお「通知カード」は、氏名・住所等が住民票と同じ場合には引き続き有効です）。 

これに伴い、退職手当金請求手続きの際に添付いただく個人番号の確認書類に、以下のとおり

変更が生じました。以降のお手続きについては、整理表のとおりお願い申し上げます。 

なお、既にお手続き済みの場合でも、添付書類の訂正をお願いすることがありますので、ご理

解くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 変更点 

通知カードの氏名・住所等が、住民票の氏名・住所等と異なる場合は、確認書類として扱

えなくなりました。 

２ 整理表 
パターン 「個人番号を確認する書類」（写し） 「本人であることを確認する書類」（写し） 

１ 個人番号カード（マイナンバーがある面） 個人番号カード（顔写真がある面） 

２ 通知カード（住民票の氏名住所等と同じものに限定） 
運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）
など、顔写真があり、身分が証明される公的なもの 
※いずれか１種類が必要です。 

３ 通知カード（住民票の氏名住所等と同じものに限定） 

健康保険証、年金手帳、公共料金の領収書など、顔

写真がないもので、本人であることを証する書類 
※顔写真がないため、２種類が必要です（選んでく
ださい）。 

４ 個人番号が記載された住民票 
運転免許証、運転経歴証明書、旅券（パスポート）
など、顔写真があり、身分が証明される公的なもの 
※いずれか１種類が必要です。 

５ 個人番号が記載された住民票 

健康保険証、年金手帳、公共料金の領収書など、顔

写真がないものの本人であることを証する書類 
※顔写真がないため、２種類が必要です（選んでく
ださい）。 

（お問い合わせ先） 

独立行政法人福祉医療機構 

共済部  退職給付課 

電話 0570‐050‐294（１番を選択） 
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チェックリスト（「退職手当金請求書」の記載内容・添付書類について） 
※退職手当金を請求する方に「退職手当金請求書」とともに、お渡しください。 

 

 

【退職手当金請求書（１枚目）：全体について】 

□ 鉛筆や消せるボールペンで請求書を記入していませんか？（鉛筆等を使用した場合、受付できません）  

□ 作成日は記入しましたか？ 

□ 退職した勤務先（法人名か施設名のいずれか）を記入しましたか？ 

【退職手当金請求書（１枚目）：請求者欄】 

□ 請求者区分の選択は正しいですか？（本人は１、相続人は２、遺族は３に○をつけましたか） 

□ あなたの氏名、フリガナを記入しましたか？ 

□ 結婚等で氏名が変更している場合、新しい氏名を記入しましたか？ 

□ 生年月日は、元号（平成等）に○をつけて記入しましたか？ 

□ 退職年月日は記入しましたか？ 

□ 退職理由は、記入しましたか？（転職、定年退職、雇用期間満了 等） 

□ 連絡先電話番号を記入しましたか？ 

□ 郵便番号を記入しましたか？ 

□ 現在お住まいの住所を記入しましたか？ 

【退職手当金請求書（１枚目）：振込先金融機関欄】 

□ 金融機関コード、支店番号、金融機関名、支店等名を請求者ご本人の通帳やキャッシュカードをもとに正しく記入し

ましたか？ 

□ 振込先口座には「普通預金」口座を記入していますか？（定期預金口座は振込ができません） 

□ 振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合、支店名は漢数字三文字（最終桁は「八」）になっていますか？また、口座番

号は７桁の数字が記入されていますか？ 

□ 振込先金融機関や支店名が、合併や支店統廃合等により変更となっていませんか？ 

 【退職手当金請求書（１枚目）：申告書欄】※請求者がご遺族の場合、申告書欄は記入不要 

□ 退職所得の受給に関する申告書の「あなたの」欄すべてを記入しましたか？ 

□ 「その年の 1 月 1 日現在の住所」には、その時点の住民票に登録されている住所を記入しましたか？ 

□ 「Ａ」欄は記入しましたか？ 

□ 「Ｂ」欄または「Ｃ」欄に該当する方は、福祉医療機構以外から支給された退職所得にかかる源泉徴収票・特別徴収

票を貼付・添付しましたか？ 

 

【退職手当金請求書（２枚目）：振込先の記載内容確認書類貼付用紙】 

□ 取引先金融機関の通帳の表紙と見開きページのコピーを添付しましたか？ 

※無通帳の場合はキャッシュカードのコピーまたはインターネット上の口座情報のある画面のコピー等 
 

【退職手当金請求書（３枚目）：個人番号（マイナンバー）確認書類等貼付用紙】 

□ マイナンバーが記載された公的な書類（マイナンバーカード両面・マイナンバー付住民票等）は貼付していますか？ 

□ 「本人確認書類（運転免許証等）」は有効期限内ですか？ 

□ 顔写真のない本人確認書類を提出する場合は、２種類貼付していますか？※マイナンバーの記載のある住民票原本を

添付する場合は、住民票の他１種類の貼付で構いません。 

 

【退職手当金請求書（４枚目）：氏名変更を確認するための書類貼付用紙】 

□ 旧姓と新姓が確認できる本人確認書類を添付しましたか？（免許証表裏面、戸籍抄本（写）等） 

※ 提出する前に、もう一度、確認してください。 

※ 記載・添付書類の誤り、漏れ、があると、退職手当金が支給できません。 
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日

<個人情報の取扱いに関する注意事項>　退職者に係る個人情報は、退職手当共済業務及びこれに附帯する業務の範囲内で利用されます。

846

1
（１回目） 機構受付日付印 （２回目） 機構受付日付印

郵便番号
住

所

退職理由

　　簡潔に記載してください（例：自己都合（結婚、転職など）による退職、
　　定年退職、雇用契約期間満了による退職、解雇 など）

〒

再び被共済職員と
なる日

-

局 番号年 月 日 市外局

被共済職員本人

２　大 正

３　昭 和

４　平 成

５　令 和

連絡先電話番号（携帯も可）

氏　名

勤務先

申出者区分 フリガナ 生　年　月　日

契約者
番号

職員
番号

502

〒

日
申出書の
作成日

元号
年 月

<個人情報の取扱いに関する注意事項>　退職者に係る個人情報は、退職手当共済業務及びこれに附帯する業務の範囲内で利用されます。

２回目　再び被共済職員となる時（制度利用を申し出）

月年
元号

853847 849

-
850

郵便番号
住

所

854

日 市外局
954 969

373 379

1 　退職者本人 氏　名

333 372 局 番号２　大 正

３　昭 和

４　平 成

５　令 和

年 月

フリガナ
313 332

生　年　月　日

　　法人名か施設名のいずれかを記入してください

連絡先電話番号（携帯も可）
312

契約者
番号

職員
番号

（約款様式第７号の３）

合算制度利用申出書

日

977 983

１回目　現在の勤務先を退職した時（制度利用の意向を事前に申し出）

 独立行政法人福祉医療機構　理事長　様

私は、注意事項、重要事項を理解したうえで、合算制度を利用しますので、申出ます。

申出書の
作成日

元号
年 月

　　法人名か施設名のいずれかを記入してください

退職日
元号

年 月 日

退職した勤務先

申出者区分
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ﾏﾆｭｱﾙ

① P10

②

③
P10
P11

④
P11
P12

⑤ P50

⑥ P17

⑦ P13

⑧ P4

⑨ 　

⑩ P31

⑪ P13

⑫ P79

⑬ P13

加
入
者
に
関
す
る
こ
と

加入申込書の標準給与月額の算出
は，どうすればよいか？

毎月，共済事業の必要書類のみを送
付すればよいか？

共済事業にかかる書類を送付する場合
は，『届送付書』を添付して，提出する。

標準給与月額表に，基本給与を照らし
合わせ，5000円刻みの標準給与月額
を記入する。

休職者や復職者が出た時の手続きは，
どうすればよいか？

様式第4号の『休職・復職届』を記入し
て提出する。ただし，復職する場合は，
標準給与月額も記入すること。

鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業（県退共）におけるＱ＆Ａ

【R4.2現在】

契
約
者
に
関
す
る
こ
と

加入者が当月の中旬に入職したが，加
入申込書の加入年月日はどのように記
入すればよいか？

加入年月日の基準日は，月の１日とな
るため，当月または翌日の１日のいずれ
かを選んで加入手続きを行う。その際
は，判断は事業所が行う。

加入者申込書の加入者番号がわから
ないがどうすればよいか？

加入者番号がわからない場合は，掛金
台帳で確認するか，空白で提出しても
構わない。（事務局で記入　可）

加入申込書の職種を選ぶ項目に該当
しない場合は，「８：その他」でよいか？

新たに職員を採用し，加入するときはど
うすればよいか？

様式第3号の『加入申込書』を記入の
上，提出する。

加入申込書を締切日までに間に合わな
い場合はどうすればよいか？

当月の登録は間に合わないが，翌日登
録を行い，遡って登録する。掛金につい
ても，登録後に振替を行う。（２月分）

お見込みのとおり。

既に共済契約を結んだ後，新たに事業
所を登録するにはどうすればよいか？

様式第2号の『事業所登録届・変更届』
を記入の上，提出する。掛金の振替口
座が異なる場合は，Ｑ２と同様に手続き
する。

登録した事業所の登録事項を変更する
にはどうすればよいか？（代表者の変更
や口座名義の変更等）

様式第2号の『事業所登録届・変更届』
を記入の上，提出する。変更項目のみ
を記入すること。

共済事業を解約したいが，どうすればよ
いか？

契約を解除する場合は，すべての加入
者の同意を得てから，様式第9号-2の
『解除申請書』を提出する。

Q:質問 A:回答

新たに，退職共済契約を結びたいが，
どうすればよいか？

様式第1号-1の『契約申込書』を記入
の上，提出する。

掛金を口座振替にしたいがどうすればよ
いか？

登録した口座から毎月振替を行うには，
『預金口座振替依頼書』を提出する。
（預金口座の届出印が必要）
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ﾏﾆｭｱﾙ

鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業（県退共）におけるＱ＆Ａ

【R4.2現在】
Q:質問 A:回答

⑭ P14

⑮ P14

⑯ P14

⑰ P14

⑱ P14

⑲ P37

⑳
P14
P15

㉑ P15

㉒ P43

加
入
者
に
関
す
る
こ
と

加入者の氏名（名字）や届出事項が変
更した時，どうすればよいか？

加入者異動届は，異なる法人間でも異
動することは可能か？

可能である。A法人を離職し，B法人に
入職した場合は，まず法人間で退職共
済の加入異動について確認を行い，A
法人から加入者異動届（押印済み）をB
法人へ送付し，B法人から，県社協へ提
出する。県社協で受理後，写しをA法人
とB法人へ送付するので，保管する。書
類の写しは，法人間で合意が得られた
証拠書類となる。

加入者異動届は，異動する前の事業
所か，異動した後の事業所，どちらから
提出するのか？

加入者異動届は，異動する前の事業所
から提出する。同じ法人であれば，代表
印は同じとなる。

事業所間で人事異動を行った際の手
続きは，どうすればよいか？

様式第5号の『加入者異動届』を記入し
て提出する。この様式は，１枚目，２枚
目を県社協に提出し，事業所で作成し
たデータを保管する。

年度内の職員の昇給に伴い，標準給与
月額が変更した時はどうすればよい
か？

様式第7号-2の『標準給与月源変更
届』を記入の上，提出する。基本的に
は，4月1日が基準日となる。（年1回）

加入者が退職した時や給付金を請求
する時はどうすればよいか？

様式第8号の『退職届兼給付請求書』
を記入の上，提出する。

退職者から給付請求書の請求印がもら
えないので，手続きできないがどうすれ
ばよいか？

加入者が退職する場合，掛金を停止す
る必要があるので，早急に１枚目と２枚
目の退職届（上部部分）を記入して提
出する。給付請求書については，押印
次第，県社協に送付する。その間に，掛
金の停止手続きを進めることで，翌月の
振替を停止することができる。（事業所
と加入者の掛金）

様式第6号の『届出事項変更届』を記
入の上，提出する。

加入申込みの際，誤った生年月日を登
録した時の訂正はどうすればよいか？

様式第6号の『届出事項変更届』の生
年月日に○をつけ，正しい生年月日を
記入して提出する。後日，掛金台帳で
修正されたか確認する。

当月加入申込みを行ったが，当月で退
職した時の加入取消はどうすればよい
か？

様式第6号の『届出事項変更届』の加
入の取消に○をつけ，取消理由を記入
して提出する。後日，掛金台帳で抹消
されたか確認する。
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鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業（県退共）におけるＱ＆Ａ

【R4.2現在】
Q:質問 A:回答

㉓ P43

㉔ P20

㉕
P19
P55

㉖
P52
P53

㉗ P1

㉘ P1

㉙

P1
P2
P79

㉚

㉛

そ
の
他
に
つ
い
て

加
入
者
に
関
す
る
こ
と

加入のさかのぼりは，どこまでできるの
か？

退職一時金の支払いの際の源泉徴収
票は事業所が作成しないといけないの
か？

現在の運用システムは，平成29年１月
からスタートしている。基本的に，年度内
のさかのぼりのみできる。

毎月送られてくる掛金台帳を紛失した
ので，再度送ってほしい。

本会にお問い合わせいただければ，再
送付できます。

退職所得申告書について教えてほし
い。

退職一時金が発生した際は，課税対象
となるので，『退職所得の受給に関する
申告書・退職所得申告書』を作成す
る。P20の記入例を基に，国税庁HPの
様式等を活用する。福祉医療機構に加
入している場合は，福祉医療機構の約
款様式第7号の２の『退職手当金請求
書』の下に同様の様式があるため，活用
する。

社会福祉法人だけでなく，学校法人や
NPO法人も加入することができるのか？

基本的には，本会の会員であれば，加
入は可能である。学校法人や株式会社
も加入している。

県退共の加入者は，一番低い掛金はい
くらからになるのか？

掛金については，契約者から
25/1000，加入者から25/1000ずつ
負担している。その掛金の基礎が，標準
給与月額であり，その１号級は，60,000
円からとなっている。また，上限57号は
340,000円となっている。

加入者が退職する時の退職一時金の
算出はどうすればよいか？

退職一時金の算出は，掛金台帳の当
該加入者の一番右にある『要支給額』
からとなりの欄の『内，加入者掛金累計
額』を差し引いた金額になります。

お見込みのとおり。
県退共の退職一時金の支払者は契約
者（法人）となる。よって，源泉徴収票を
作成しなければならない。１枚目は福利
医療機構の退職届に源泉徴収票の添
付に必要となります。２枚目は本人へ。
３枚目は事業所が保管へ（７年間の保
管義務）。

県退共について，教えてほしい。
県退共の概要については，本会ホーム
ページの左側にバナーがあり，概要説
明ページで説明する。

退職届の退職理由のその他とは何を指
すのか。番号が２，４，９しかない理由
は？

基本的に退職理由については，自己退
職と死亡時退職の２つであり，その他に
ついては，懲戒解雇などである。番号の
２，４，９については，システム上の番号
であり，基本的には『２』また『４』の選択
となる。
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①

②

③

④

⑤
P21
P22

⑥
P21
P22

社会福祉施設等とは，社会福祉施設・特
定社会福祉事業にあたる。特定介護保険
施設とは，特別養護老人ホームや障害者
支援施設にあたる。障害者総合支援法に
は，児童福祉法に基づく障害者入所支援
施設や障害児通所支援事業（児童発達
支援，放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ，保育所等訪
問支援等）も含まれる。よって，社会福祉
法人は，ほぼ加入対象となる。

ＷＡＭの加入対象職員は，どこまでの範
囲になるのか？

所定労働時間の２／３以上であれば対象
となる。具体的には，１日８時間で週４０時
間の所定労働時間であれば，その２／３の
２６．６６時間以上あれば，加入が可能。
パート職員でも対象となる場合もある。ただ
し，契約者（法人）の理事長や役員は対象
とならない。さらに，就労継続支援Ａ型で
工賃を受けている者も対象とならない。

ＷＡＭの退職手続きについては、県退
共が終わってからするのか？

以前は県退共が終わってから，ＷＡＭの手
続きを行っていたが、現在は同時に手続き
を進めることができる。ＷＡＭに添付する源
泉徴収票を作成することができるからであ
る。（源泉徴収票の作成は、県退共のとこ
ろで）

ＷＡＭの対象法人は？
社会福祉施設等又は特定介護保険施設
等を経営する社会福祉法人のみ。

ＷＡＭは，必ず加入しないといけないの
か？

契
約
者
に
関
す
る
こ
と

ＷＡＭの退職手続きの具体的な流れを
教えてほしい。

共済契約者から退職者に必要書類を準
備・まとめ、共済契約者から県社協へ送付
する。県社協で受付を行い、医療機構へ
送付する。県社協の受付がないと、医療機
構は受付を行わないので、必ず県社協へ
送る。手続き期間としては、３～４ヶ月を想
定する。また、退職金の振り込みは、福祉
医療機構から退職者へ直接行われる。

福祉医療機構（ＷＡＭ）社会福祉施設職員退職手当共済事業におけるＱ＆Ａ

【R4.2現在】

Q:質問 A:回答

ＷＡＭは，加入者負担がありますか？
ＷＡＭの財源は，契約者と国及び都道府
県の三者による負担で，加入者の負担は
ない。

※基本的に，本会は（ＷＡＭ）退職手続きのことしか回答できません
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福祉医療機構（ＷＡＭ）社会福祉施設職員退職手当共済事業におけるＱ＆Ａ

【R4.2現在】

Q:質問 A:回答

※基本的に，本会は（ＷＡＭ）退職手続きのことしか回答できません

⑦
P21
P22

⑧

⑨

⑩

⑪

P56
～
P65

⑫ 　

⑬

⑭

合算制度と継続異動の違いは何です
か？

合算制度とは，通常の転職に対応する手
続きで，一定の条件を満たして共済契約
者間で転職すると，被共済職員期間を合
算できる制度である。継続異動とは，業務
上の必要から共済契約者間で，人員の異
動を予め合意している場合に，退職扱いで
はなく，最初から異動後の共済契約者の
被共済職員であったとみなす制度である。

職員が在職中に死亡したので，今後の
手続きについて教えてほしい。

請求は，遺族請求になる。共済法により受給
権者の順位と添付書類が必要になる。添付
書類には，「死亡診断書（写）」「戸籍謄本ま
たは除籍謄本」「生計維持に関する調査票」
など，受給者の順位によって異なるので注意
する。同順位者が２名以上いる場合は，同
順位の遺族の中から代表者を定め，「委任
状」も併せて提出する。

加入者の退職金額を算出する方法を
教えてほしい。

退職金の算出は，ＷＡＭのホームページ
からシュミレーションできる。又は，直近6ヶ
月の平均給与を算出し，掛金年数を「退
職手当金額早見表」に照らし合わせると確
認できる。

事業所から加入者が退職したら、必ず
届けないといけないのか？

職員が退職した時は、遅滞なく、約款様式
第7号の『被共済職員退職届』を提出する
ことになっている。また、「退職手当金請求
書」や「合算制度利用申出書」の準備が間
に合わなくても、退職届は提出する。

加
入
者
に
関
す
る
こ
と

１年未満で退職した職員について，届
出方法を教えてほしい。

在籍期間が１年未満の退職者に限り，掛
金納付対象職員届に退職年月日などの
必要事項を記入することで，被共済職員
退職届の提出に代えることができる。

長期休業を取っている者がそのまま退
職する予定で，過去6ヶ月間の俸給額
は，どの月を記入すればよいか？

休業を取る以前の月まで遡り，業務に従事
した日数が１０日を超える月の直近6ヶ月
分を記入する。

退職日よりも前に，被共済職員退職届
などを提出していいか？

必ず退職日以降に，県社協経由で提出す
ること。

退職手当金請求書，合算制度利用申
出書を法人が作成していいか？

必ず，請求者（退職者）が作成することに
なっている。振込口座やマイナンバーなど
本人確認が必要な書類が多いため，請求
者（退職者）本人が行う。
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